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高松市・香川町合併協議会会議録 

 

第１４回会議 

 

１ 日時 

  平成１７年１月１１日（火）午後２時開会・午後５時７分閉会 

 

２ 場所 

  香川町農村環境改善センター ２階 大ホール 

 

３ 出席委員 １９人  

会 長 増 田 昌 三 委 員 三 笠 輝 彦 

副会長 岡   弘 司 委 員 森 谷 芳 子 

委 員 井 竿 辰 夫 委 員 溝 渕   敬 

委 員 松 本 吉 弘 委 員 初 瀬 恭次郎 

委 員 谷 本 繁 男 委 員 冨 田 道 教 

委 員 御 厩 武 史 委 員 大 塚 茂 樹 

委 員 大 橋 光 政 委 員 中 原   弘 

委 員 北 中 ヤヱ子 委 員 長 尾 光 喜 

委 員 梶 村   傳 委 員 山 本 宏 美 

委 員 大 浦 澄 子   

 

４ 欠席委員 ４人 

委 員 井 原 健 雄 委 員 千 葉 規美子 

委 員 鎌 田 郁 雄 委 員 西 川 勝 秀 

 

５ 出席幹事 ７人 

幹事長 井 竿 辰 夫（委員兼務） 幹 事 二 川 幹 生 

副幹事長 松 本 吉 弘（委員兼務） 幹 事 妹 尾   長 

幹 事 中 村 榮 治 幹 事 三 好 和 則 

幹 事 横 田 淳 一   
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６ 幹事会部会委員 ５１人 

総務部会委員 小 山 正 伸 環境部会委員 宮 武 敬 三 

総務部会委員 

消防部会委員 
和 田 安 富 環境部会委員 井 上 協 典 

企画財政部会長 横 田 淳 一（幹事兼務） 環境部会委員 大 熊 正 範 

企画財政部会委員 植 松   勉 産業部会長 田 阪 雅 美 

企画財政部会委員 森     覚 産業部会委員 池 尻 育 民 

企画財政部会委員 白 井 文 夫 産業部会委員 穴 吹   学 

企画財政部会委員 

市民部会委員 

都市開発部会委員 

岡 本 政 昭 産業部会委員 川 西 正 信 

市民部会委員 間 島 康 博 産業部会委員 山 田   悟 

市民部会委員 久 利 泰 夫 産業部会委員 和 泉 正 文 

市民部会委員 中 川   仁 都市開発部会委員 横 田 幸 三 

市民部会委員 

環境部会委員 
横 田 敏 治 都市開発部会委員 宮 武 茂 基 

健康福祉部会委員 川 田 喜 義 都市開発部会委員 大 林   勝 

健康福祉部会委員 武 上 浩 一 土木部会委員 西 岡 慎 吾 

健康福祉部会委員 西 川 典 生 土木部会委員 稲 垣 基 通 

健康福祉部会委員 藤 田 正 勝 土木部会委員 平 尾 洋 二 

健康福祉部会委員 有 馬 政 昭 土木部会委員 鎌 田 茂 史 

健康福祉部会委員 菅 原 孝 士 土木部会委員 土 居 譲 治 

環境部会委員 田 中 豊 彦 土木部会委員 安 徳 澄 雄 

環境部会委員 大 嶋 光 晴 土木部会委員 上 原 博 志 

環境部会委員 藤 井 敏 孝 消防部会委員 矢 代 正 己 
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教育部会委員 上 原 直 行 文化部会委員 馬 場 朋 美 

教育部会委員 松 木 健 吉 文化部会委員 高 橋 広二郎 

教育部会委員 前 田 昭 徳 文化部会委員 川 崎 正 視 

教育部会委員 熊 野 正 樹 農業委員会部会長 溝 渕   收 

教育部会委員 遠 藤 政 則 農業委員会部会委員 森   正 則 

教育部会委員 

文化部会委員 
山 田 準 一   

 

７ 事務局 

事務局長 林     昇 
総務班 

兼調整班兼計画班 
岡 内 寛 幸 

事務局次長 加 藤 昭 彦 総務班 黒 淵 博 美 

事務局次長 

（計画班長事務取扱） 
福 井   隆 計画班 山 上 龍 二 

総務班長 

兼調整班兼計画班 
澤 田 敏 男 

調整班 

兼計画班 
平 尾 和 律 

総務班 

兼調整班 
安 西 正 門 

調整班 

兼計画班 
佐 藤 扶司子 
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会  議  次  第 

 

１ 開会 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 議事 

(1) 協議事項 

協議第２０号 地域審議会の取扱い（協定項目第６号）について 

（第１１回会議提案：継続協議） 

協議第２８号 建設計画（協定項目第２５号）について 

（第１１回会議提案：継続協議） 

協議第３２号 商工・観光関係事業（協定項目第２４－１４号）について 

（第１２回会議提案：継続協議） 

協議第３７号 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 

（協定項目第８号）について 

（第１３回会議提案：継続協議） 

協議第３８号 事務組織及び機構の取扱い（協定項目第１３号）について 

（第１３回会議提案：継続協議） 

協議第３９号 一部事務組合等の取扱い（協定項目第１６号）について 

（第１３回会議提案：継続協議） 

協議第４０号 障害者福祉事業（協定項目第２４－６号）について 

（第１３回会議提案：継続協議） 

協議第４１号 高齢者福祉事業（協定項目第２４－７号）について 

（第１３回会議提案：継続協議） 

協議第４２号 その他の福祉事業（協定項目第２４－１０号）について 

（第１３回会議提案：継続協議） 

協議第４３号 農林水産関係事業（協定項目第２４－１５号）について 

（第１３回会議提案：継続協議） 

協議第４４号 消防防災関係事業（協定項目第２４－２０号）について 

（第１３回会議提案：継続協議） 
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協議第４５号 学校教育事業（協定項目第２４－２１号）について 

（第１３回会議提案：継続協議） 

協議第４６号 コミュニティ施策（協定項目第２４－５号）について 

協議第４７号 児童福祉事業（協定項目第２４－９号）について 

協議第４８号 環境対策事業（協定項目第２４－１３号）について 

協議第４９号 建設関係事業（協定項目第２４－１６号）について 

協議第５０号 下水道事業（協定項目第２４－１９号）について 

協議第５１号 社会教育事業（協定項目第２４－２２号）について 

協議第５２号 文化振興事業（協定項目第２４－２３号）について 

協議第５３号 その他の事業（女性政策） 

（協定項目第２４－２４号）について 

協議第５４号 その他の事業（契約制度） 

（協定項目第２４－２４号）について 

協議第５５号 その他の事業（葬斎関係事業） 

（協定項目第２４－２４号）について 

 

４ その他 

 (1) 高松市と近隣町とで設置している合併協議会の協議状況について 

 (2) 高松市・香川町合併協議会会議の開催予定について 

 

５ 閉会   
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        午後 ２時００分 開会 

 会議次第１ 開会 

○議長（増田会長） 皆様、新年明けましておめでとうございます。平成１７年の新春を

健やかにお迎えになられましたこととお喜びを申し上げます。 

 昨年中は一方ならぬお世話に相なりまして、まことにありがとうございました。どうか

本年もよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、早速ですが、会議に入らせていただきたいと存じます。 

 会議次第２ 会議録署名委員の指名 

○議長（増田会長） 初めに、会議次第の２会議録署名委員の指名でございますが、本協

議会会議規程に基づき、会議録署名委員を指名させていただきます。 

 本日の会議の会議録署名委員には、三笠輝彦委員さんと初瀬恭次郎委員さんのお二人を

指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 会議次第３ 議事 

○議長（増田会長） それでは、会議次第の３議事に入ります。 

 会議次第３ （１）協議事項 

○議長（増田会長） まず、（１）の協議事項でございますが、初めに協議第２０号地域

審議会の取扱いについてを議題といたします。 

 なお、協議第２０号につきましては、第１１回会議で提案及び説明をし、その後第１２

回、第１３回会議で質疑、協議等を行い、継続協議の取り扱いとなっておるものでござい

ます。 

 それでは、提案内容を改めて事務局から説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、会議資料の１ページをごらんいただきたいと存じます。 

 協議第２０号地域審議会の取扱いについてでございますが、提案内容は、ページの中ほ

ど枠の中に記載のとおりでございます。恐れ入りますが、継続協議となっております案件

の提案内容につきましては、朗読は省略させていただきます。 

 この地域審議会の取扱いにつきましては、先ほど議長の発言にもございましたように、

第１１回会議で提案され、第１２回会議及び第１３回会議で質疑、協議を行いましたが、

香川町の委員から、地域審議会の取扱いについて、さらに検討を要するなどの理由で継続

協議となっているものでございます。 

 以上が協議第２０号の提案内容等でございます。よろしく御審議をお願いをいたします。 
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○議長（増田会長） ただいま説明のありました協議第２０号について、御質問、御意見

等がございましたら御発言を願います。 

○大塚委員 香川町の大塚です。回を重ねてきた審議課題でありますけども、昨年１２月

２８日、また、新年始まってからは１月６日と２回、この項目について論議が重ねられま

した。１８人の香川町の議員定数ですけれども、ちょうどこの採決をしたわけですが、そ

の時間には、昼から始まった会が午後７時半近くになってました。そういうことで、やむ

を得ぬ用事で欠席者が３名おりました。そういう中での採決となったわけですけれども、

９名の賛成ということで、委員会の中では可決された形になってます。しかし、議会全体

で見るなら、９名というのが必ずしも議会の過半の意見という形態にはなれていないと思

います。 

 そういう中で、大変苦慮するとこなんですけれども、この案件については、例えば建設

計画、あるいは事務組織・機構との絡み合いで論議がされなければならないんでないかと

いう強い意見がある中での採決でしたけれども、十分に論議が尽くせたという感には至っ

ておりません。そういう事情も御賢察をいただきながら、それぞれの委員の意見を聞いて

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（増田会長） それじゃ、どうぞ。 

○初瀬委員 香川町の初瀬でございます。今、大塚委員さん、その前には議長さんから、

二遍継続協議というようなことでございますけれども、香川町にとっては、この地域審議

会の項目は、合併したときには一番重要な事項になるかと思うわけでございます。 

そこで、この合併特例法の地域審議会の部門をよく私は読んでみますと、ちょっと今、

御提案がある条文で２点ほど疑問点がございますので、そこのところを御質問させていた

だきますので、明確な御回答をお願いいたしたいと、このように思うわけでございます。 

 合併特例法の地域審議会の部で、第５条の４の２項でございますけれども、ここに、

「地域審議会を組織する構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に

関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。」と、こう

いうふうになっておるわけでございますけれども、この協定項目には、第４条の２「次に

掲げるもののうちから、市長が委嘱する。」と、こういうふうになっておるわけでござい

ますが、これを「合併関係市町村の協議により定めるものとする。」に改めるのが、この

法令の趣旨に沿うのではないかと、このように思うわけでございます。 
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 ２点目、この特例法の第３項でございますけども、この３項には、「前２項の協議につ

いては、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし」と、こういうふうにあるわけでご

ざいまして、これがこの御提出いただいております協定項目には欠落をしておると。この

２点は非常に大事な面ではないかと、このように思うわけでございますが、この２点につ

いての御見解を承りたいと思います。 

 なお、市長さんが、いわゆる委員を委嘱するのは、いわゆる特例区の委員だけというふ

うに解釈しますけれども、そこらの点についても、私は、ぜひこれは、いわゆる第５条の

４の２項にあるように、「合併関係市町村の協議により定めるものとする。」というのが

正しいのじゃないかと、このように思うわけでございます。よろしくお願いします。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局長 ２点について、事務局から説明をいたします。 

 まず、第１点の合併特例法の趣旨、規定を受けての対応ということでございますが、関

係市町村の協議により定めると。この関係市町村の協議というものは何かといいますのが、

この会議資料の２ページから３ページにかけての別紙でございます。したがいまして、第

１条から第９条、そして附則、これすべてが協議の対象ということでございまして、単に

第４条の人数だけとかというものではございません。これすべて一言一句協議の対象にな

るというものでございますので、このように提案をしておるものでございます。したがい

まして、合併協議において協議を行うということになります。 

 第２点の議会の議決を経てということでございますが、この合併協定項目を確認してい

ただいて、すべての合併協定項目が確認されますと、調印を行う。それを受けて、議会の

方に議案を提案をします。その議案の中の一つに、この地域審議会の設置並びにその組織

及び運営に関する協議、すべて議会に提案をするということになりまして、そこで関係市

町村の議会の議決を経るということでございますので、御理解を賜りたいと思います。 

 それから、なおということで御指摘いただきました、市長が委員を委嘱するのは特例区

の委員だけというような発言があったんですが、ちょっと理解しかねますが、地域審議会

ということであれば、この協議の内容において市長が委嘱するということでございますが、

次に掲げるもののうちから委嘱するわけでございまして、これは当然に両市町、関係市町

で十分に協議を行った上で、どなたを委員にするかということを協議した上で委嘱すると

いうことになろうかと思いますので、御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 
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○議長（増田会長） はい、どうぞ。 

○初瀬委員 今、合併特例区の分についてのみ市長が委嘱するというのは、ここにはっき

りと法令で決まっとるわけでございますね。平成１７年３月３１日の法令で、新合併特例

法の平成１７年４月１日から有効になっておるところに、「合併特例区の区域に住所を有

する者で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有する者から市長が選任」と、こういうふ

うに法令ではっきり決まっておるわけでございます。 

 そこで、今、申し上げた事務局からの御返事によりますと、改めていわゆる市長が委嘱

するということで、この法令を私は合併関係市町村の協議によって定めるというのは、ほ

ごにされとると思うんでございますが、考えようによっては、これ合併する相手方の市長

がいわゆるイエスマンばっかりをするとか、いわゆるそういうふうなことも考えるわけで、

私どもの香川町にしたら、これはもう非常に大きな問題でございまして、この法令にはっ

きりと定めておるわけでございますから、これはぜひ挿入をしていただきたい。 

 それと、これは後で議決をするというんでございましたならば、せっかく合併特例法の

地域審議会の第５条の４の３項に「前２項の協議については」と、「前２項」とはっきり

と定めておるわけでございますから、これも追加して、この合併関係市町村の議会の議決

を経るという項目を入れていただくのが、私は、香川町側としては望ましい、また妥当で

はないか、この法令遵守として妥当ではないかと、このように思うのでございますけど、

いかがでございましょうか。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局長 ちょっと誤解があるといけませんので、説明をさせていただきますが、会議

資料の２ページの別紙、これが、今、御指摘いただきました合併特例法第５条の４第１項

及び第２項の規定に基づくというふうに書いてますが、第１項の規定が、その２行目の地

域審議会の設置、設置をするかどうかというのが第１項の協議でございます。第２項は、

組織及び運営に関するということ、２行目から３行目の表現、これが第２項の協議でござ

います。したがいまして、設置と組織及び運営に関する協議を、その下に書いております

第１条から第９条、そして附則において協議で定めるということでございます。合併特例

法の協議というものはそういうことでございます。御理解をいただきたいと思います。 

○議長（増田会長） どうぞ。 

○初瀬委員 会議資料の２ページの上段で、その組織及び運営に関する協議とありますけ

ども、その運営から、並びに第３項議決を経るものとするということを書く必要があるん



 

- 10 - 

じゃないでしょうか。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局長 その議決を経るというのは法律に規定されておりまして、この合併協議にお

いてそれを書く必要はございません。合併協議より以前の問題で、大前提として議会の議

決が必要だということが法律に明記されておりますので、それに基づいて議会の議決を経

るということになりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○初瀬委員 もう一つ私は、事務局がおっしゃりよることは理解できないんでございます

けれども、私方の香川町としては、これを項目に、今、言いよるように「並びに第３項議

決を経るものとする」と入れていただきたい。 

 それと、第４条の第２項に「市長が委嘱する」というのを、「合併関係市町村の協議に

より定めるものとする」というふうに改めていただきたいと思うのでございますけれども、

もう協議も、たくさんきょうは協議事項がございます。もうあえて私はそこを追及はいた

しませんけれども、高松市の委員さん、どう思われますか。私が言いよることは間違うと

らんと思う、法令にこれぴっしりとあれしとんで……。 

○議長（増田会長） はい、それじゃどうぞ。 

○梶村議員 高松の梶村でございますが、初瀬委員さんのおっしゃることは、少し、やっ

ぱり、私、横で聞きよっても無理があるような気がします。というのは、議決事項を全部

この地域審議会の項目に入れるということになりましたら、その他の協定項目、１から２

４項まで大きく言えばあるわけです。だから、すべての協定項目に全部議決を要する、議

決を要するという字句を挿入しなきゃならないということになりはしないかっていうふう

に思うんであります。合併項目、協定項目そのもの全体を議決するわけでありますから、

それは殊さらに言う必要はないというふうに私は思います。 

 それからもう一つ、市長が委嘱するという表現では不足だというふうな話がありますが、

これは先ほど事務局からも答弁したように、やはり私、初瀬委員さんがおっしゃるように

一番大事なことだと思いますね、地域審議会を設置するっていうことは。地域審議会のメ

ンバーを決めるというのは、編入合併する方側の市長から任命されるように形としてはな

りますが、その前段では、やっぱり香川町長さんと十分協議をしたものが上げられてとい

うふうに事務局も答弁がありましたとおり、そういう形で任命されるわけですから、私は、

もうそのことで十分生かされるんではないかというふうに思っています。 

 あわせて言えば、私は、この地域審議会をつくることで、これはもう従来の議会にかわ
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るものだと思っていますから、問題は、地域審議会の皆さんが、選ばれた皆さんが、どう

やって地域の皆さんの声を、新しい建設計画に基づいてまちづくりをするかということの

声を聞き集めるか、そこの組織を考えることがこれからの大きな課題だと思っています。

だから、一番大事なことだと思いますよ。言われるとおりだと思いますが、形の上では、

やっぱり、ここに提案されていることで私は生かされるんではないかというふうに思って

いますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。 

○議長（増田会長） はい、どうぞ。 

○初瀬委員 梶村委員さんの言うことはよくわかるんでございますけれど、私は、この議

会の議決というのは、全項目にわたってするんでなく、ここの法令で決められとる地域審

議会の前２項、第５条の前２項の分についてのみの議会の議決が必要ではないかと、こう

思うとるわけでございまして、全項目を議決せえと言えば、これ大変……。 

○議長（増田会長） ちょっと違うんですよね。それ、もうちょっと事務局からはっきり

と説明します。 

○初瀬委員 いや、もう結構です。 

○議長（増田会長） いや、誤解されとるようですんで、説明いたします。 

○初瀬委員 もう結構です。これ以上私言いません。もう言いません。それで……。 

○事務局長 誤解があったままいきますとちょっと後々問題ありますので。 

 この協議、別紙という２ページ、３ページの協議は、合併後の高松市の条例にかわるも

のです。したがって、合併後の高松市としての規定ということになりますので、その時点

では合併の関係市町村ということが発生しない状態になります。したがいまして、２点目

の市長が委嘱するというのは、この地域審議会は合併の日から発足すると。合併の日とい

うのは、高松市が存在する状態ですので、その時点では関係市町村、関係市町というもの

は存在しない、高松市が存在するということでございますので、その代表者である市長が

形式的に委嘱するということでございますので、この条文の中に「関係市町村の協議によ

り」という表現は入れられないということになりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

○初瀬委員 梶村委員さんのお言葉ですけれども、委員の委嘱については、市長さんが、

もちろん、香川町長さんに相談して適当な人材を委嘱するであろうと、それはよくわかる。

それで、町長さんからもその旨は十分承っております。しかし、偏向された人事では、意

味はおわかりかと思いますけれども、偏向された人事では、これからほんまに香川町のプ
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ラスになるか、そういうことはなさらんでしょうけれども、そこを十分私は心配して、そ

れであれなんで、ここにせっかく法令で、「合併関係市町村の協議によって定める」と、

こうあるから、これをぜひ入れていただきたいと、こういうふうに申し上げたわけでござ

いますので、もうこれ以上時間が長くなりますから、以上で終わります。 

○議長（増田会長） ほかの方の御意見を伺いたいと思います。 

 はい、どうぞ。 

○大塚委員 香川町の大塚です。先ほど来、初瀬委員の方から質問、あるいはそのやりと

りがありましたけれども、問題は、もとにあるのは、例えば諮問をするのは市長でありま

す。その審議会の委員を選定するのは市長が委嘱する。さらに、この条例では９条で、

「この協議に定めるもののほか、地域審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定め

る。」と。この審議会の協議に、運営に関し必要な事項は市長が定めると。これは、本来

であれば、地域審議会が構成されれば、地域審議会のこの条例でも、中の互選によって委

員の構成がされるわけですけれども、普通であれば、運営に関する中身の問題は、会長が

必要な事項を定めるというのが本来の姿でないかと思います。こういったところに、やは

り双方の問題は、根幹にあるのは、双方の信頼関係の、これが裏づけになる一番重要な根

幹になるところでないかということで、先ほど来、初瀬委員も法にこだわった表現方法を

めぐって意見が出たんでないかと思います。 

 私も、例えば、少なくとも第９条は、市長が定めるんではなくて、これは審議会に付託

するわけですから、その中の運営に関しては、審議会の、当然、会長にその責が負わされ

るのが本来の筋合いでないかと感じるわけです。そういった文面の整合性もぜひ配慮をい

ただけたらと願うわけです。 

 以上です。 

○議長（増田会長） ただいまの件について、事務局からお答えします。 

○事務局長 ちょっと、今、手元の資料が見当たりませんけれども、この第９条の規定の

仕方、「市長が定める。」ということについては、単純に、ここに書いてますのは「地域

審議会の運営に関し」というふうに書いてますけれども、地域審議会の会議の運営ではな

くって、地域審議会全般の運営ということでございますので、これは全国的にほかの事例

も見た上で、これは会長ではなくって、それをもう一つ全体として見る市長として対応す

べきであるということで「市長が定める。」というふうにしております。 

 ただし、実際の会議の運営そのものについては、会長が行いますので、現実には、会長
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がいろいろなことを審議会に諮って定めていくものというふうに理解をいたしております

ので、この表記については、そのような考え方で整理をしたものでございます。御理解を

いただきたいと思います。 

○議長（増田会長） ほかにございますか。 

 はい、どうぞ。 

○溝渕委員 香川の溝渕でございます。先ほどから、初瀬委員、それから大塚委員からの

発言がございましたですけれども、私も、この第３条の「答申し、又は意見を述べるもの

とする。」というところでございますけれども、香川町の住民としては、もう少し重き言

葉が欲しいという気持ちが皆あります。そういうことで、この後に、その意見を尊重する

というような言葉を入れていただきたいということを申し述べます。 

 それから、第４条の地域審議会の委員の委嘱でございますけれども、これは、委員は合

併の日までに合併関係市町村の協議で決めておく必要があると思いますが、いかがなもん

でございましょうか。その点、お伺いしておきます。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局長 第１点目の、この条文の中に審議会の意見を尊重するというような表現を入

れるべきではないかという御意見でございますが、これについては、これまでのこの協議

会の会議の場でも、いろいろ御意見が出ておりまして、議論されたところでございます。 

この地域審議会は、附属機関の一つということでございまして、それぞれの自治体には

いろいろな審議会が存在をいたします。そのような審議会との整合性ということを考えて

いきますと、この地域審議会のみに、尊重するということを記述しますと、ほかの審議会

は尊重しないのではないかというような誤解が生じることもありますので、そのようなこ

とはないということで、地域審議会も、そのほかの審議会も同様に扱うべきである。ただ

し、この地域審議会については、これまでも再三にわたって申し上げておりますように、

この合併協議の最大の項目でありますし、これを定めて後、地域審議会で協議する案件に

ついては、この合併協議会で決定をいたします建設計画、これを審議する、この進行状況

を審議するというようなことでございますので、非常に重要な審議会であるという位置づ

けは変わらないということでございますので、最大限にその意見を尊重すべきであるとい

うふうに申し上げておきたいと思います。 

 それから、第２点の委員の委嘱については、合併時までに双方で十分協議をした上でや

るべきだという御意見でございますが、それはごもっともでございまして、そのようなこ
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とで対応すべきであるというふうに思っておりますし、その協議を経て合併の日に発足を

させていきたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（増田会長） はい、どうぞ。 

○溝渕委員 第３条につきましては、各、特別のいろいろな審議会なんかあるので、ここ

には入れられないということについてはよくわかりましたですけれども、意見は意見とし

て、十分に尊重するという立場でお願いしたいと思います。 

 市長さんはどうお考えでございましょうか、その点。 

○議長（増田会長） この件については、これまでもお答えしてるかと思いますし、私ど

も塩江町との協議でも申し上げておりますし、また、その塩江町の合併関係議案が１２月

議会に出されたときにも、こちらの議会の方からも質問がありまして、その答弁にも、

「地域審議会の適切な運営を図るとともに、その答申や意見を最大限尊重する中で建設計

画の効果的な執行に努めます。」というようなことを、はっきりと議事録にも残しており

ます。当然、最大限尊重させていただきます。 

○溝渕委員 どうもありがとうございました。長引きますので、この件につきましては、

十分に尊重されることを希望して、終わります。 

○議長（増田会長） はい、どうぞ。 

○御厩委員 香川町の御厩でございます。溝渕委員の発言に関連いたしまして、この３条

の問題でございますが、私も、以前の会議で同じような内容の御要望を申し上げた覚えが

ございますが、もう一つ納得いかないのが、やはり、ほかのいろんな審議会あると思いま

すが、それと同等で、そのほかの審議会とへんぱするようなことはいかんから、これは尊

重する言葉がつけられない。やっぱり私は、どうしてもこういう全体を抱える合併問題、

大きな審議会ですので、ほかの審議会の委員さんのメンバーには悪いんでございますが、

この審議会は、やっぱり最重要な審議会だという認識をぜひとも市長さんに持っていただ

きたいと思うわけでございます。そのあたりが、ほかの審議会と全部平等にせないかんの

だという気持ちはわかるんでございますが、私ども吸収される側の人間といたしましては、

本当に、これが建設計画の担保の審議会であり、最重要な審議会でありますので、その思

いが、我々にもう一つ伝わってこなかったので、ちょっと納得しづらいとこがあるわけで

ございます。 

○議長（増田会長） もう先ほども申し上げましたように、審議会の答申は、どの審議会

の答申であっても最大限尊重すべきでございまして、しかし、中でもこの合併協議におけ
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るこの地域審議会が、また、確かにそういう審議会とは趣を異にして、とにかく地域の皆

さん方が非常に注目する格別の審議会だということについても十分にわかりますので、そ

ういう意味におきましては、どの審議会も尊重いたしますけれども、格別、尊重しなけれ

ばならないなと、そういうふうには思っております。 

 先ほど来、いろいろなお話いただいておりますが、表現の問題よりは、やはりもう、不

信感があるかないか、どこまで信頼していただけるかに尽きると思いますんで、私どもと

しては、決してそんな、イエスマンばっかりを集めるというて、そんな、私ども、実際の

市の審議会でもそんなことしたら、もう市民からすぐ抗議来ますし、いろんな幅広い立場

の人を入れなかったら審議会になりませんから、そういうことはもう当然やっていかなけ

ればならない。とりわけ、また、今、言うように、普通の審議会でもそうですが、特に、

この地域審議会となれば、香川町のいろんな立場の意見の人を当然入れていかないと、す

ぐ批判を受けるということはもうわかり切っておりますので、十分にその点あたりは、十

分な配慮をしていくということは、もう当然のことでございますし、十分に皆さん方の意

は酌んでまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 ほかにございませんでしょうか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） 特にほかに御意見なければ、協議第２０号については、原案どおり

確認することに御異議ありませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） ありがとうございました。御異議がないようでございます。協議第

２０号については、原案どおりとすることを確認いたします。 

 次に、協議第２８号建設計画についてを議題といたします。 

 事務局から説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、建設計画について御説明いたします。 

 本日、お手元には建設計画の資料を配っておりますが、建設計画につきましては、前回

の会議で香川町地域の役割と機能について修正をいたしましたが、その後、内容及び字句

等の修正箇所はございません。このようなことから、本日提出をいたしております建設計

画案は、前回と同じ内容のものでございます。内容についての説明は省略させていただき

ます。 

 この建設計画につきましては、すべての合併協定項目の協議が終了した段階で意思集約
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を図っていただきたいというふうに考えておりますが、協議も終盤を迎えまして、本日、

合併の期日を除くすべての協定項目を提案いたしますことから、委員の皆様方におかれま

しても、建設計画の内容等につきまして、再度、御検討、御確認をお願いしたいと存じま

す。 

 以上、簡単でございますが、協議第２８号建設計画についての説明を終わります。よろ

しくお願いをいたします。 

○議長（増田会長） ただいま説明のありました協議第２８号について、御質問、御意見

等ございましたら御発言を願います。 

 はい、どうぞ。 

○大塚委員 香川町大塚です。十分に特別委員会を、香川町の議会では特別委員会を構成

しながら、この建設計画の具体的な内容にまで踏み入って検討する時間が確保できており

ません。そういう中ではありますけども、特にこの建設計画の中で、本当にこれでいいん

だろうかという疑問がわくのは、建設計画の末尾につけられております財政計画でありま

す。この財政計画が、合併した後、１７年度から１０年間の平成２７年度まで、ほとんど

の年度ずっと同じ金額で財政運営がされていくという計画となっておりますけども、単純

に考えましても、合併すれば、初めの３年、５年の間にもかなりな事業がされるものと私

たちは理解してきたわけです。ところが、もし、この事業が、建設計画が進められて事業

がされたとすれば、当然この間に起こした新たな債務は、その後の年度では償還をしてい

かなければならなくなるはずなんですけれども、この起債の額もほとんど同じ額で推移す

る。それから、今度逆に、その支払いである公債費も、徐々に公債費の占める額は減って

いくけれども、事業量はさほど落ち込まないという数字の羅列になっています。本当に、

こんなに単純に同じような金額をずっと並べて財政というのが構成できるのかどうか、そ

れから、この財政計画そのものが、本当に積算をされた上で検討がされた数字になってい

るのかどうか、このあたりをお伺いしたいと思います。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局長 ただいまの御意見でございますが、現実に、そのような合併年度から数年と

いうことが非常に重要な時期になろうかと思います。ただし、その時点において、重点的

に事業を実施するということになりますと、そこに財源を重点的に確保していく必要があ

る。一方で、健全な財政運営を行っていくためには、毎年度平準化していくことが重要で

あるということでございまして、基本的には、財政計画にも書いてますけれども、毎年確
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保できる財源を十分に把握した上で、計画的に、効率的に、効果的に事業を実施していく

ということになろうかと思いますので、まずは、財政運営の基本であります「入るを量っ

て出るを制す」という考え方に基づいて対応をすべきであるというふうに考えておりまし

て、一方で、現時点において、いつの年度にどの程度の財源が必要で、どの程度の事業が

要るかということを、今の時点で、その１０年間、１１年間の中に、その波を持たすこと

がいいのかどうかということについては、非常に議論があるところでございまして、冒頭

申し上げましたように、平準化することが望ましいのではないかということの考えのもと

に、その計画を立てたところでございますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（増田会長） はい、どうぞ。 

○大塚委員 平準化することが悪いというわけではありません。ただ、この数字の根拠は

積算されているのかどうか。先ほども申しましたように、建設計画は、少なくとも幾つか

の建設計画は、１０年間の間すべてを今想定することは難しいかもわかりませんけども、

ここ３年、５年というのはある程度想定ができているんではないかと思います。そういっ

た事業をして、また、通常の今までやってきた市の事業を推進しながら、この財政という

のが本当に成り立つ積算がされているのかどうか。 

 例えば、公債費を、合併の特例債を起こすにいたしましても、それの返済というのは当

然３年目、５年目あたりからだんだんにふえていくはずであります。ところが、ここで表

示されている公債費は、３年目以後は急激に減っていくという想定がされています。それ

で、初めてこれが減ることによって、投資的経費もそれまでの金額が、ほぼそれに近い金

額が、幾分かは減りながらも維持していけるという想定がされています。しかし、公債費

の返済がふえれば、当然この投資的経費は、財政が非常に厳しい中での運営であれば、こ

れは公債費のしわ寄せで落ち込んでいくのが当然ですけれども、ところが、ここではこれ

も非常に平準化がされてると。本当にこれが現実に財政運営上可能な、現実性を、一定積

算根拠に持っておられるのかどうか、本当にこれがやっていけるんかどうか、非常にここ

に大きな不信を抱かざるを得ないわけです。 

 さらに言えば、私たちは余り知らなかったわけですけれども、最近になって聞くとこに

よりますと、例えば、土地開発公社がありますけども、私どもの町にもありますけども、

香川町の場合、本来は、この土地開発公社というのは、土地を先行取得して、その年度あ

るいはその翌年度に、次年度にその土地を活用する事業計画が伴ってくるというのが本来

ですけれども、香川町の場合、ちょっと特殊な事情がありまして、現在黒字額が１億円余
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り出ています。借金は、今、先行取得している土地がありませんので、ゼロです。そうい

う香川町の今の特殊な状況にある開発公社ですけれども、聞き及びますと、高松市の開発

公社が、現在、既に２１５億円程度の借入金を起こしてると。これが、土地が本当に活用

できる、あるいは活用するという状況下にあるのかどうか。そして、そういった借入金も

考え合わせていきますと、本当にこれ、財政計画大丈夫なんだろうかという不安を持つわ

けですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局長 前段部分の財政計画を立てた根拠ということでございますが、これはどの自

治体も同じことですけれども、１０年間という長期計画を立てるに当たって、それのスタ

ートの時点ですべて詳細に事業費まで積算をしていくということは不可能でございまして、

これについては、先ほど申し上げましたように、どの程度の財源が確保できるかというこ

とを見通した上で、その財源の範囲内で事業を実施していく。したがいまして、事業費に

ついても、現時点でこの程度は要るだろうということはあろうかと思いますが、果たして、

それだけ使わなければならないのかどうかというのは、毎年度の予算の中できちんと査定

をしていく必要がございます。そのようなことから、この財政計画については、プラスと

マイナスをイコールにしなければ、健全な財政運営ができませんので、このような考え方

で立てておるところでございまして、今後、合併協議が進んで、合併が確定した段階では、

合併後二、三年ごとに、事業費も含めた事業計画を立てまして、それに基づいて、効率的

に、効果的に運営をしていく必要があろうかというふうに思っておりますので、御理解を

いただきたいと思います。 

 それから、あと、土地開発公社等の問題については、事務局からお答えするものではご

ざいませんので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（増田会長） ほかに、どうぞ。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） ないようでございましたら、これはまだ次の機会もございます。次

回の第１５回会議で改めて質疑、協議等も行いますので、その間に、また十分御検討いた

だければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次に、協議第３２号商工・観光関係事業についてを議題といたします。 

 なお、協議第３２号につきましては、前々回会議で提案説明し、前回会議で修正案が提

出され、質疑、協議を行い、継続協議の取り扱いとなっておるものでございます。 
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 それでは、提案内容を改めて事務局から説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、会議資料７ページをごらんいただきたいと存じます。 

 協議第３２号商工・観光関係事業についてでございますが、提案内容は、ページ中ほど

に記載のとおりでございます。 

 この商工・観光関係事業につきましては、前々回の第１２回会議で提案されましたが、

調整すべき項目について調整漏れがございましたことから、新たに調整した項目を、前回

の第１３回会議で修正案という形で提出したところでございます。 

 第１３回会議では、当初提案されました内容のうち、香川町商工会への補助につきまし

て、香川町の委員の方から、各町の商工会との統合や補助のあり方について、さらに検討

を要する必要があるとのことから、香川町内においてまだ意思集約が図れていないとの意

見がございまして、再度継続協議となったものでございます。 

 その後、これまでの会議での委員の方からの御意見等も踏まえまして、市町間で協議を

行った結果、附属資料に記載しております対応策を一部修正をすることといたしたところ

でございます。本日お配りいたしております資料のうちで、右肩にその２と記載しており

ます附属資料（継続協議分）、これの２ページをごらんいただきたいと存じます。右肩に

その２と書いてございます資料の２ページでございます。 

 附属資料の継続協議分の２ページ、商工・観光関係事業についてのうち、中小企業指導

団体等育成でございます。 

 ２ページの右側中ほどの対応策をごらんいただきたいと存じますが、対応策の中段から

下にございます、なお書き以降でございますが、この下から２行目にございますように、

勘案する中で、の後に、団体の活動に支障が生じないよう、という文言を追加いたしてお

ります。読み上げますと、「香川町商工会に対する補助については、合併年度及びこれに

続く３年度について、現行のとおり実施するものとする。なお、合併後において、県の補

助制度の動向や商工会の統合状況などを総合的に勘案する中で、団体の活動に支障が生じ

ないよう、適切な検討を行うものとする。」と字句を追加して修正をいたしたところでご

ざいます。なお、調整案及び提案内容については、変更はございません。 

 以上が協議第３２号の提案内容並びにこれまでの経過でございます。よろしく御審議を

お願いをいたします。 

○議長（増田会長） ただいま説明のありました協議第３２号について、御質問等ござい

ましたら御発言を願います。 
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 はい、どうぞ。 

○長尾委員 香川町の長尾でございます。大切な項目を挿入していただきまして、大変あ

りがとうございます。商工会関係につきましては、たびたびお願いや要望を申し上げてき

たところでございますけれども、いずれにしましても、合併したがために補助金が大幅に

減額されたり、それから、それによって私たちの手で職員の生首を切るようなことが起こ

ったり、また、小規模事業者が大半でございます商工業者のお手伝いが十分にできなくな

ったり、そのようなことが非常に地域活性化に阻害を及ぼすんじゃないかなと、このよう

に思っております。ですから、その点を、先ほど字句の挿入もいただきましたように、特

段の御配慮を、今後もいただきながらやっていただければというふうにお願い申し上げる

次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（増田会長） 十分御趣旨をわきまえてやらせていただきたいと思っております。 

 はい、どうぞ。 

○御厩委員 香川町の御厩でございます。前回の会議のときに、商工会の補助に絡みまし

て、ごみ袋の取扱手数料に関しまして、これはもう言うただけに終わったんでございます

が、その後、事務レベル等でお話もあったようでございますが、お願いいたしたいのは、

香川町の商工会といたしましては、高松市は大きいですから、これは、ごみ問題はごみ問

題、商工会の補助金は補助金というんで割り切って考えられるんでしょうが、香川町の商

工会にとりましては、やっぱりこれは大きな補助金の一つでございます。ごみ袋手数料、

３００万円余りの大きな予算でございますので、この項目で確認はしてもいいんですが、

再度、環境問題のところで、これもひっくるめて検討していただけるのかどうか、ここで

商工会問題に確認いたしましたら、もうこの商工会の補助金問題、ごみ袋問題は終わるん

ですか、どんなですかね。 

○議長（増田会長） ちょっと理解しかねたんですが、環境ですか。 

○御厩委員 ごみ袋手数料というのは、本来はそっちの問題じゃないんでしょうかという

ことを事務局レベルで聞いてきたようなので。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局長 ちょっと確認が十分できませんけれども、この後、本日提案することになっ

ております協議第４８号環境対策事業というのがございますが、ちょっと、きょう提案と

いう形でございますので、そこで、今の御意見も含めて、次回までにどのような状況にな
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っているのか確認もする中で対応を考えていきたいというふうに思っておりますので、御

理解をいただきたいと思います。 

○議長（増田会長） 私、ちょっと聞いた範囲では、同じような対応ができるというふう

には聞いておりますが、なお正式に担当の方から確認させてもらいます。 

○御厩委員 その後、検討していただけるということでよろしいんですね、ごみ袋手数料

の問題に関しては。 

○議長（増田会長） 検討いたします。 

○御厩委員 わかりました。 

○議長（増田会長） ほかにございますか。 

 はい、どうぞ。 

○長尾委員 香川町の長尾でございます。ここの中で私も出るように思ってなかったんで

あれなんですけれども、現実に、先ほど御厩委員さんの方からおっしゃいますように、い

わば町の方から補助金としていただいているものをアップ願うことが非常に厳しい状態が

数年前から続いております。そういうな関係で、商工会がごみ袋を、町の扱いのごみ袋で

すけれども、扱うことにより手数料収入を上げていくということで、それが現実、今の段

階でですけれども、商工会の総事業費の中の８％を占めておると。それが合併と同時に、

ごみ袋は市がすべて取り扱いますから商工会の方は取り扱いできませんよと、こういうふ

うなお話もお聞きしておりますので、８％というこういう大きい金額になりますと、非常

に運営にも支障が来すと、このように考えられるわけでございます。 

 ですから、商工会自体につきましても、今後、当然のことながら自助努力、これはやっ

ていかざるを得ないというふうには思っておりますけれども、そういう観点から、これに

つきましても、いろいろとあるんでしょうけれども、どこでどのように御審議なさるんか

わかりませんけれども、今後そういうことも踏まえた中で、緩やかになくしていってほし

いと。といいますのも、もう合併と同時に８％がゼロになるっていうことは大変なことで

ございます。それだけをちょっと申し上げておきたいなというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（増田会長） 十分に申し伝えておきます。 

 ほかにございますか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） そしたら、協議第３２号についてお諮りをいたします。 
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 協議第３２号については、修正案のとおり確認することに御異議ありませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） 御異議ございませんので、協議第３２号は、修正案どおりとするこ

とを確認いたします。 

 次に、協議第３７号農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについてを議題といたし

ます。 

 なお、協議第３７号から協議第４５号につきましては、前回第１３回会議で提案及び説

明を行い、継続協議の取り扱いとなっておるものでございます。 

 それでは、協議第３７号の提案内容を改めて事務局から説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、会議資料の１０ページをごらんいただきたいと存じま

す。 

 協議第３７号農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについてでございますが、提案

内容は、ページの中ほどの枠の中に記載のとおりでございます。 

 なお、この協議第３７号から後は、前回会議で提案し、継続協議となっております案件

でございますが、具体的な調整内容につきましては、前回の会議で御説明いたしておりま

すので、本日は説明を省略させていただきます。 

 提案内容の説明は以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（増田会長） ただいま説明のありました協議第３７号について、御質問等ござい

ましたら御発言願います。 

 はい、どうぞ。 

○初瀬委員 私、前回にも御要望を申し上げたと思うんでございますが、きょう、これ恐

らく確認されると思いますので、再度、議会代表の農業委員といたしまして御要望を申し

上げたいと思います。 

 この協定項目は、合併特例法の法律で定められたことでございますので理解はできます

けれども、これは平成２０年７月までの調整案でございますので、２０年以降は農業委員

の数とか地区とかは触れられておりません。１３回の協議会でも申し上げましたが、合併

後の香川町地域における農業委員活動に支障のないよう、残任期間が過ぎました平成２０

年７月の一般選挙の時点で、香川町を一つの選挙区にするか、また、これが無理な場合は、

少なくとも塩江、香南、香川町を一つの選挙区にしていただきまして、そして委員の総数

も、この地区が農村地帯ということも御配慮いただきまして、できるだけ多くの人員を割
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り当てていただきたいと、このように思いますけども、市の方の御見解を承りたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局次長（加藤） それでは、農業委員会部会の方から御答弁申し上げます。よろし

くお願いいたします。 

○溝渕農業委員会部会長 座って失礼します。農業委員会部会でございます。 

 今、初瀬委員さんのお尋ねになりました選挙区の問題、しかも、合併特例期間が終わり

ました後の問題でございまして、これが非常に重要な問題でございます、おっしゃるとお

り。ただ、この選挙区の設定につきましては、これは農業委員会等に関する法律に規定が

ございまして、選挙区を設ける場合には、おおむね有権者数でその定数を配しなさいとい

うことがございます。 

 それともう一つ、選挙区を設ける場合には、農地面積が５００ヘクタール以上、それか

ら基準農業者数といいますか、これは農家戸数でございますが、これが６００戸以上とい

う規定がございます。この規定の中で定数の検討というのがなされます。 

 それで、この合併におきましては、高松市を入れまして１市６町の、今、合併が進んで

おりますので、この選挙区の定数につきましては、２０年の段階での、どこと合併をして

るのか、その合併の状況と合わせた中で検討をいたしたいということになりますので、そ

の節につきましては、もう高松市、また合併された各町から出られた農業委員さん合わせ

た中での検討になろうかと思いますので、そういったことで御理解いただければと思いま

す。 

○初瀬委員 ありがとうございました。 

○議長（増田会長） ほかにございますか。 

 はい、どうぞ。 

○大塚委員 前回のときに、私……、前々回でしたか、前々回お尋ねしたときには、有権

者数でなくて、耕地面積あるいは農家戸数と。で、有権者数は、有権者台帳の整備の仕方

が高松と香川町と違うから、有権者数は余り参考にならないんだというふうな説明だった

かと思います。 

 今の初瀬委員の質問に対するお答えの中には、今度は議員定数の割り振り、選挙区ごと

の割り振りは有権者数に基づいてするんだと。非常にそこにも矛盾があるかとは思うんで
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すけれども、いずれにしても、合併をしてみた上でないとその按分、あるいは案を起案す

ることができないんだという説明で、先々どうなるんだろうかというとこには非常に大き

な不安が生まれるわけですけども、当初の説明の中で、私はちょっと聞き落としたかもわ

からんですけれども、この高松と、今、既にもう塩江町は合併を議決されてますし、さら

に私どもの香川町も合併するということになった場合は、少なくとも二つ以上の農業委員

会を構成することもできるということのようですが、もしそれが可能であれば、そういっ

た施策をとってでも、何とか配慮を、農村部にしていただかなければ、私どもの区域でも、

中山間部もあれば平地部、都市化が非常に進んでいる地域もあります。それぞれの地域で、

今、現在いる農業委員さんも苦労しているのは、地域の条件がもう全然違った条件の中で、

その具体的ケース・バイ・ケースの問題、どう対応するかというのが非常に悩みの種にな

っているようです。 

 そういったことを勘案したときに、香川町に、将来は、耕地面積とか農家戸数からいえ

ば２人か３人しか配分できないことになるかもわかりませんよというのが、現在までの説

明の資料から推測するところです。２人、３人の農業委員さんで町の隅々まで目を届かせ

るというのはまず至難の技ですし、これは、よそのことを心配する必要ありませんけれど

も、そういった、今現在の、既存の方法でそのまま進められた場合には、例えば、あの広

い塩江町に農業委員さんは一人もいない状態が生まれかねない危惧さえあります。そうい

うことから、できれば農業委員会が、少なくとも塩江町に続いて、もし香川町が合併でき

た場合には、二つ以上の農業委員会が構成できるのであれば二つの農業委員会に分割構成

をして、そういった僻地も農業委員の目が届くような状況をつくっていただきたいと思う

んですが、そういったお考えはどんなんでしょうか。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○溝渕農業委員会部会長 お答え申し上げます。 

 まず、農業委員の先ほどの選挙区の定数の考え方と、それから、今回の特例の定数の考

え方につきましては、先ほど委員さんの御発言のとおりでございます。 

ただ、この特例の定数につきましては法律的な定めはございません。それで、高松市と

香川町さん、今ほかの町の合併もございますが、いずれにしましても、各町の農業委員さ

ん、市の農業委員さんも合わせまして、皆さん同じような活動をしていただくと、同じよ

うな状況の活動をお願いしたいということで今回定数を考えたものでございます。そうい

った中で、今回いろいろ定数の提案をさせていただいとります。 
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 それで、先ほどの委員さんとの関連もありますが、将来的な話でございまして、今、農

業委員会法で言いますと、選挙による委員さんは最大４０人しかとれません。これはもう

どんなに行政区域が大きくなろうとそれしかとれません。それで、先ほど御意見がありま

したように、一定の要件があれば複数の農業委員会を置くことはできます。それは資料の

方にも書いてございますような形でとることができますが、ただ農業委員会委員さん、ま

た農業委員会のあり方として、非常に農地を守らないかん。農地というのは食糧の生産の

場だけじゃなくて、環境問題とか、それから防災面、非常に多面的な機能を持っておりま

すので、非常に農地の保全は重要な問題がございます。ですから、私も農業委員会事務局

の立場からすれば、もうまさにおっしゃるとおりでございますが、しかしながら、今回、

農業委員会法は昨年に改正されましたが、広く一般市民、国民の方からすると、農業委員

会、また農業委員さんの活動が非常に見えにくい、わかりにくいといったような状況の中

で、今回、法改正がなされました。 

そういった中で、我々自治体的には、非常に農業委員会、高松市の農業委員さんも活動

いただいております。また、香川町の農業委員さんも活動しておるということは事務局か

ら聞いております。しかしながら、先ほど言いました法の中で４０人という定数がござい

まして、こういった厳しい行財政状況、合併の基本的なスタンスから考えますと、やはり

複数の農業委員会を置いて、そこまで農業委員会活動、また農業委員会をふやす必要があ

るかなというたら、これはいささか、正直、私もいかがかなと思っております。そういっ

た中で、一つの農業委員会として、高松市とともどもに高松市の農業、農地を守っていこ

うということで一つの農業委員会ということで提案をさせていただいております。 

 それで、問題は、定数なり今後の活動でございますが、合併したら、ちょうど４０人と

なりますと、いずれにしましても、高松市も今４０人いる定数から減るようになります。

これも実際的に、その２０年が来た時点での選挙人数の数にもよりますけれど、やはり高

松も相当減るということが想定されます。そうしますと、香川町さんが御心配なさっとん

と一緒でございまして、高松市も、農業委員さん１人では、おのずと活動が限られます。

現在、高松市もそういった中で農業委員さんのいない地区がございます。こういった地区

に対しましては、私どもは、実は今７つの地区部会を設けております。それで、委員さん

のいない地区とか、委員さんが、こう言っては申しわけないですが、亡くなったり、病気

なさった方に対しては、地区部会として対応をいたしております。 

 ですから、今後も、この合併が進む中で、確かに公選の委員さんが減りますが、委員さ
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ん一人一人の活動ではなく、一つの地区部会として活動していただいて、それぞれ、現在

の水準より確かに少し落ちますが、そういう農地を守り、農業振興に努めていくというこ

とで、今後も地区部会制度を残した中でやっていきたいというふうに考えておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

○議長（増田会長） はい、どうぞ。 

○大塚委員 現在の一農業委員会の制度を維持したいということだったと思いますが、人

数がおればそれぞれの実情がつかめるというもんではないと思います。それぞれの地域に

よって、農地を取り巻くいろんな慣行もたくさんあります。こういった慣行も、やはり紛

争など起きたときには非常に重視がされる課題であります。そういったことまで地域の離

れたとこの農業委員さんが勘案をして、しんしゃくして裁決を下すということは非常に難

しいことになってくるんでないか、そういう危惧もあります。そういったことから、でき

れば農業委員さんについては、そういった地域性のある問題を対応できるような体制を将

来確保できるように配慮をいただきたいと思います。 

 以上、要望して終わります。 

○議長（増田会長） ほかにございますか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） そしたら、お諮りいたします。 

 協議第３７号について、原案のとおり確認することに御異議ありませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） 御異議ございませんので、協議第３７号については、原案どおりと

確認をいたします。 

 次に、協議第３８号事務組織及び機構の取扱いについてを議題といたします。 

 提案内容を説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、会議資料１４ページをごらんいただきたいと存じます。 

 協議第３８号事務組織及び機構の取扱いについてでございますが、提案内容は、ページ

中ほどに記載のとおりでございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（増田会長） それでは、協議第３８号について、御質問、御意見等ございました

ら御発言願います。 

 はい、どうぞ。 

○御厩委員 香川町の御厩でございます。以前の会のときに、市長さんに、これいきなり
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言うた形みたいになって失礼いたしたんでございますが、香川町、香南町、塩江町、この

あたりを中心とする南部地域の総合支所、もしくは総合事務所ということができないかと、

お考えはどうでしょうかということ、いきなりの質問で大変失礼いたしたんですが。 

 私ども思いますのは、合併して高松市も広くなりますし、住民個人の手続云々が、大体

のことは支所でできるんでしょうが、これはやっぱり本庁へ行かないかんというもんがや

っぱりできてくると思うんです。高松市がもし、６町全部が行くかどうかわかりませんけ

ど、幾らかは、もう行くところも決まっておりますし、広くなって、やっぱり足の便の悪

い方とかいろいろあった場合には、やっぱり地区地区で、この問題、すべてここの総合支

所へ行けばできますよという形、ピラミッド的な市役所でなくして、やっぱり核がぽんぽ

んぽんとあるような形、分散型の合併というのが事務所的にはあってもいいんじゃなかろ

うかと思うわけでございますが、そのあたりのことは、市さんとしてはお考えがどんなで

しょうかね。可能でしょうかね。どんなんですかね。 

○議長（増田会長） ええ。いろんな合併協議、これまでした中で、特に健康相談とか、

そういう、従来、地区の保健センターでしとんを全部高松市の中心部まで行かないかんの

かとかということで、当然そういうことにならないように、基本的には、これまでの住民

サービスが低下することのないようにというのが基本でございますので、手続なんかは、

これからもう相当電子化していったりして、もう一々行かなくて済むようなことになると

思いますけど、年に一遍や二遍ぐらいの大きい事業なんかは、本庁の方でないとどうして

もだめな場合もあるでしょうけれども、普通の、通常の事務はできるだけ支所でできるよ

うに、そういう基本的な考えのもとにやっていきたいと思っております。 

 はい、どうぞ。 

○御厩委員 あと、それとあわせまして職員なんですけど、合併後になりますと、支所に

なって、３分の１ないし、減ると思うんですが、例えば香川町で１００人おったのを３０

人、４０人になった場合に、その残りの職員を、高松市さんの方へ行くんと思いますが、

できたら、やっぱり地元のことは地元の職員が一番知っておるので、ある程度残していた

だいて、中心部の人材が本当に足らんのやというんであれば別ですが、我々、支所になっ

て香川町の職員が、減る職員がどこへ行ってどういうふうな仕事をするんだろうかという

心配もございます。やはり、地区にできるだけ残っていただいて、よくわかっている職員

ばっかりでございますので、そういう意味でも、やっぱり総合支所ということをぜひとも

考えていただきたい、要望いたしたいと思います。 
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○議長（増田会長） ほかに何かございますか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） ないようでございましたら、協議第３８号について、お諮りいたし

ます。 

 協議第３８号について、原案どおり確認することに御異議ありませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） 御異議がございませんので、協議第３８号については、原案どおり

とすることを確認いたします。 

 次に、協議第３９号一部事務組合等の取扱いについてを議題といたします。 

 提案内容を説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、会議資料１９ページをごらんいただきたいと存じます。 

 協議第３９号一部事務組合等の取扱いについてでございます。提案内容は、ページ中ほ

ど枠の中に記載のとおりでございます。よろしく御審議をお願いをいたします。 

○議長（増田会長） ただいま説明のありました協議第３９号について、御質問等ござい

ましたら御発言願います。 

 はい、どうぞ。 

○初瀬委員 香川町の初瀬でございます。事務組合のこの協定項目ですけれども、事務組

合の職員の身分の取扱いについて、何ら触れられておりませんのでございますけれども、

現在の施設に勤務しております、香川町で言えば香川南部葬斎場組合、また讃岐地区広域

消防組合、それと高松市さんともどもやらせていただいとるひぐらし荘等の職員は、引き

続き、引き継ぐことになるのかどうか、現場職員は非常に不安になっておるのでございま

すけれども、ここらはどういうふうな職員の身分の取り扱いでいくんでございましょうか。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局長 ただいまの御質問でございますが、現在のところ、先ほど来、出ております

ように、高松市との合併協議がまだ進行中ということでございますので、合併がどのよう

な形になるかということによって、この一部事務組合、たくさんありますけれども、その

取り扱い方が変わってくるということでございます。一部事務組合として残るものもあれ

ば消滅するものもあるというようなことでございます。 

 解釈はちょっと差し控えたいと思いますけれども、原則的な法律だけを御紹介させてい

ただきますと、まず一部事務組合につきましても、普通地方公共団体に関する規定の準用
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というものがありまして、市に関しては市の規定の準用というものがございます。この規

定の準用といいますのは、地方自治法だけではなくって、他のすべての法令を含むという

ことでございまして、地方公務員法あるいは合併特例法も含むということになろうかと考

えております。 

 合併特例法で、第９条において職員の身分の取扱いということが規定をされておりまし

て、一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなけ

ればならないということになっております。このような二つの法律の関係からいいまして、

それを踏まえて誠実に協議が行われるべきであるというふうに考えておりますので、御理

解をいただきたいと思います。 

○初瀬委員 それじゃ、引き続き、合併した場合には、こういう組合にお勤めの方は、あ

る程度身分が保障されると、こういうことでございますね。 

○事務局長 ただいま申し上げたとおりでございまして、合併の形によってその一部事務

組合がどうなるかによって対応が変わってきますので、そのままの状態でどうかというこ

とを、ちょっと個別のことで説明がしにくいわけでございますが、基本的に職員でござい

ますので、その一部事務組合でやっておった仕事が、組合がなくなれば、そのもとの自治

体へ戻るというのが一部事務組合の大原則でございます。もとの自治体がなくなって、合

併しておれば、それを引き継いだ自治体に戻るということになります。それは、一部事務

組合の仕事も財産も組織・機構も、もとの自治体へ戻るということが法律の考えでござい

ますので、ただいま御指摘いただいたようなことが基本になろうかというふうに思います。 

○議長（増田会長） ほかにございますか。 

○初瀬委員 引き続き。 

先ほど大塚委員さんからちょっと土地開発公社について触れられましたけれども、先日

の協議会で、１３回の協議会で、私、高松市と香川町の土地開発公社の貸借対照表をいた

だきたいと申し上げておりましたところ、香川町の方から１月６日にこの資料をいただい

ております。 

 そこで、先ほども大塚委員さんがちょっと触れられておりましたけれども、我田引水で

申しわけないんですが、香川町は、まず土地開発公社については問題ないかと、このよう

に思うわけでございますけれども、ちょっと高松の土地開発公社さんについての、この内

容についてお尋ねを申し上げたいんでございますけれども、先ほど借入金２１５億円と、

同じように公有用地が２１５億円計上されておりますけれども、これの購入した時期並び
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にこの土地の活用方法、これを承りたい。 

 それともう一つ、この２１５億円に対する支払い利息の計上があっとらんわけでござい

ますけれども、そこらはどういうふうになっとるのか。合併して私どもも高松市になる以

上は、やはりここらも少し詳しく知っておきたい、このように思いますので、よろしくお

願いします。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局次長（加藤） それでは、企画財政部会の方からお答えを申し上げます。 

○白井企画財政部会委員 それでは、企画財政部会でございます。 

 購入時期につきましては、手元に資料ございませんので、また後ほど御報告いたしたい

と思いますが、２１５億円のうち、この事業につきましては、８事業ございます。例えば、

都市計画道路事業とか、都市計画公園事業あるいは公共下水道事業等々でございまして、

そういった事業に伴いまして、高松市の事業のために先行取得をしておるものでございま

す。 

 平成１５年度末におきまして、先ほど言われました２１５億円という金額、長期借り入

れをしておるわけでございますが、これにつきましては、高松市からの無利子の借り入れ

が３４億７，０００万円余りございます。また、金融機関から、３行でございますけれど

も、１８０億２，０００万円余りの借り入れがございます。 

これらにつきまして、御懸念がある点につきましては、長期保有地ということでござい

ましょうけれども、例えば１０年以上の買い戻しされてない土地につきましては、全体面

積約１３万平米ほどございますけれども、そのうちの１，９５５平米のみでございます。 

 そういったことで、高松市の、今後、事業進捗に伴って、用地を買い戻しをしてもらう

ということで公社としては働きかけをしておりますし、また、その利息につきましても、

できるだけ軽減できるような方策としまして、幾つかの方策をとっております。特に、昨

年７月にサンポート高松Ａ１街区につきまして、それまで金融機関に借り入れておりまし

たものを、市の借入金としまして３４億５，０００万円を充てております。こういったこ

とでの利息軽減、そういったことで、できるだけ買い戻しにおける負担が少なくなるよう

に、そういうようなことで、公社としては、現在努めております。 

○議長（増田会長） 金利が載ってないと言ってたと思う…… 

○白井企画財政部会委員 金利につきましては、固定金利ということで、５年間はそれぞ

れ金融機関との中で提示していただいた金額で、例えば平成８年、これはサンポート高松
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でありますけど、これは３％余りかかっております。それで、５年過ぎますと、あとは１

年ごとに各金融機関から利息を提示していただきまして、低いところからお借りしておる

ということで、今年度につきましては、１．０５％から１．４１％で借り入れをいたして

おります。 

 以上です。 

○初瀬委員 いや、私はそういうことを質問しとんじゃないんです。高松市さんのあれで

すから、私ども介入はできんわけで、ただちょっとお尋ねしとるわけでございますけれど

も、この損益計算書に支払い利息が載ってないと、こういうことで、そこらはどいうふう

になさっておられるかどうか。何か、香川町でこれをいただいたんですけど、高松市さん

から御提示があってこれをお渡しいただけたと、このように解釈しとるもんですから、受

取利息はあるのに支払い利息はないというような御提示ですので、その何ぼで買っとる、

何ぼで買っとるというようなことでなくて、支払い利息の方はどうなっておるのかなと疑

問を生じたもんで。もうわからなければ結構です。 

○白井企画財政部会委員 支払い利息につきましては、１５年度末トータルとしまして２

４億円余りの利息がかかっております。 

○初瀬委員 それはこれに載せてないわけですね。 

○白井企画財政部会委員 ええ、これは貸借対照表でありますんで、これには載っており

ません。 

○初瀬委員 損益計算書にも載ってないですね。 

○白井企画財政部会委員 はい。 

○初瀬委員 結構です。わかりました。 

○議長（増田会長） ほかにございますか。 

 はい、どうぞ。 

○大塚委員 香川町の大塚です。先ほど職員の取扱いについて、一部事務組合が解消され

たときのお答えがありました。逆に、継続する場合、例えば火葬場ですけども、当然火葬

場の施設としては一応ちゃんと整った施設です。これが３町の一部事務組合で運営されて

るんですけれども、３町ともが合併したとしても、当然、今度は市の施設として、あるい

は事務組合管理のままにしても結構ですけれども、継続使用することには変わりがないと

思います。そういった場合に、どういう取り扱いになるかをお尋ねしておきたいと思いま

すけれども、職員の身分については、その場合、例えば正職員とまざって臨時職員も同じ
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ように働いてる場合、その臨時職員は整理をされることになるのかどうか。 

 それから、あわせて、関連して、先の項目ですけれども、お尋ねしておきたいと思いま

すが、香川町の場合、特に保育所の場合、正職員と臨時職員との比率が、臨時職員が非常

に高くなってきている問題がございます。もし、臨時職員が香川町で解職されるとすれば、

香川町の保育所は全く機能できないような事態に立ち至りかねない状況にあります。そう

いった場合の対応はどうされるのか。 

 そして、先ほどの火葬場の話に戻りますけども、火葬場を引き続き市の施設あるいは組

合立のまま残しても結構ですが、これを引き続き使用する場合、高松旧市域との互換性と

いうか、お互いに、高松市の既存の施設も、香川町の住民が使う場合もあったり、逆に高

松市内の状況に応じて、こちらの現在ある施設を使うようになるのかどうか。 

 実は、先般、特別委員会の中で、香川町の町長の方から、お互いに行ったり来たりとい

うことも、高松市がつかえておる場合は、こっちも、南部の方の人は使ってええんでない

か、あるいは香川町の住民が向こうの方へ行ってもいいんではないかと、そういうお答え

がありました。ところが、その後、伝え聞いた住民の方たちから、そんなことなるんやっ

たら、この施設は使わんようにしてくれと、閉鎖してくれと。そんなに広範囲から来るよ

うになると地域のイメージがますます落ち込むがという心配の声が出てきています。そう

いう取り扱い、今後の火葬場の取扱い、また一部事務組合あるいは町の職員の臨時職員の

問題、どういう対応になるのかお教えいただきたいと思います。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局長 事務局として説明できる範囲でお答えしたいと思いますが。 

 まず、第１点の一部事務組合南部葬斎場組合のことかと思いますが、南部葬斎場組合は、

香川町、香南町、塩江町でつくっておる一部事務組合でございまして、この３町がすべて

合併して高松市になれば、この一部事務組合はその時点で自動的に消滅をいたします。こ

れは存続することはできません。存在しなくなりまして、これは当然、高松市がその事務

を引き継ぐということになります。この３町の合併の時期によって、その一部事務組合が

どのような対応になるかということについては、これからの合併協議によって定まってく

るものと考えております。 

 それから、２点目の臨時職員の問題につきましては、ちょっと総務部会の方が専門でご

ざいますけれども、前回か前々回で、この会議で説明があったと理解をいたしております

けれども、合併特例法の考え方を踏まえて対応するということでございまして、高松市の
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制度にのっとって対応したいというような部会の説明があったというふうに理解をいたし

ております。 

 こちらの方からは以上でございます。 

○議長（増田会長） 以上ですが、ほかにございますか。 

 はい、どうぞ。 

○大塚委員 お答えがちょっと満足できないわけなんですけども、臨時職員の取扱いにつ

いてはどのようになるのか、再度お尋ねしたらと思います。 

○議長（増田会長） では、臨時職員の取扱いについて、再度。 

○事務局長 臨時職員につきまして、先ほど申し上げましたように、ちょっと総務部会の

担当部署がきょうは来ておりませんので、前回、部会の方が説明したことを先ほど私の方

で申し上げたとおりでございます。 

○議長（増田会長） ほかに、どうぞ。 

○溝渕委員 香川の溝渕でございますけれども、今の南部の葬斎場の関係でございますけ

れども、葬斎場をつくるときに地元とのいろいろな交渉があったようでございます。それ

で、そのときにいろいろ条件が付けられておりますけれども、そういうような地元対策の

条件についての話し合いというのは、今後どのように進められるかお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局次長（加藤） 詳しくは、また説明の必要があれば部会の方からお答えをすると

思いますが、本日新規提案の項目の中に、そういった葬斎場の使用の関係がございますん

で、また後ほど、それについては御説明を、そのときに説明をさせていただきたいと思い

ますし、御意見もいただきたいというふうに考えております。 

○溝渕委員 はい、わかりました。 

○議長（増田会長） ほかにございますか。 

 はい、どうぞ。 

○大塚委員 香川町の大塚です。開発公社の関係ですけれども、この土地の事業目的が８

事業部門に大別されるんでないかという説明だったかと思います。いずれの事業で使うに

いたしましても、本来、普通、長期のいろんな計画を立てたとしても、そういった具体的

に財政を伴った処置をするとすれば、長くても３年、５年の期間になるんでないかと思い

ますが、先ほどの説明の中で、１３万平米のうち１５年を超えてるのはわずかしかないと
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いう御説明でした。そしたら、３年、５年の事業をさらに乗り越えて、まだ先の用地も確

保をするような運営が、計画段階ではそういった運営も計画の中に織り込まれる場合があ

るのかどうか、その点お尋ねしておきたいと思います。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○白井企画財政部会委員 事業としましては、やはり先ほど申しましたように、固定金利

５年というものが一応基準でございまして、５年以内に本来の市の特定事業のために買い

取っていただくということで、現在も市の方に働きかけをしております。ただ、いろいろ

な、市の方にとりましても、財政状況、そういった、また周辺の状況によりまして、その

事業を、また国の状況もございまして、そういったことで事業の進捗が遅れておるという

ことはございます。 

 それから、先ほど１５年以上が１，９５５平米ということですが、１０年以上でござい

ます。 

 それから、できるだけ５年以内に買い取っていただくために、市としましては、債務負

担行為を設定いたしております。５年以内の債務負担行為ということで、買い取り時期と

か価格を明確にするということで、最近はそういうことでお願いをしております。 

 以上です。 

○大塚委員 重ねてお尋ねしたいんですが、その８事業部門で、当然、今言われたように、

財政事情などで工事期間が延長される場合は当然あり得ることだとは思いますが、８事業

部門で、大体、今確保している土地はほとんど活用の計画の範疇にあるのかどうか、その

点確認しておきたいと思います。 

○議長（増田会長） お答えします。 

○白井企画財政部会委員 それぞれ特定の事業目的を持って先行取得した土地であります

ので、もちろんそういった予定がありますし、すぐにということではありませんが、市の

方で買い戻しをしていただく計画はございます。 

○大塚委員 終わります。 

○議長（増田会長） ほかにありますか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） 特にないようでございましたら、協議第３９号について、原案どお

り確認することに御異議ありませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（増田会長） 御異議ありませんので、協議第３９号については、原案どおりと確

認をいたします。 

 次に、協議第４０号障害者福祉事業についてから協議第４２号その他の福祉事業につい

てまでの３件、一括して議題といたします。 

 提案内容を改めて事務局から説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、会議資料２２ページをごらんいただきたいと存じます。 

 まず、協議第４０号障害者福祉事業についてでございますが、提案内容は、ページ中ほ

どに記載のとおりでございます。 

 続きまして、２５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ２５ページは、協議第４１号高齢者福祉事業についてでございますが、これも提案内容

は、中ほどに記載のとおりでございます。 

 続きまして、２８ページをごらんいただきたいと存じます。 

 協議第４２号その他の福祉事業についてでございますが、提案内容は、ページ中ほどの

枠の中に記載のとおりでございます。 

 協議第４０号から第４２号までの３件の提案内容は、以上でございます。よろしくお願

いをいたします。 

○議長（増田会長） ただいま説明のありました協議第４０号から協議第４２号について、

御質問等ございましたら御発言願います。 

 はい、どうぞ。 

○初瀬委員 香川町の初瀬でございます。第４１号の高齢者福祉事業でございますけれど

も、その中で、恐縮なんですが、私、第１３回会議の附属資料でちょっと勉強させていた

だいとるもんですから、１３回会議の資料によりますと、高齢者福祉事業、分類が軽度生

活援助事業で、前回の配付資料で３１ページになるんでございますけれども、ここのいわ

ゆる軽度生活援助事業に対する利用回数、時間と、№５のとこでございますが、高松市さ

んの場合は、利用回数が２回で、月２回でございます、利用時間が３時間、それと香川町

の場合は、ホームヘルパー利用回数２回、週、以内と、利用時間が２時間、１回以内と、

こういうふうになって、非常に高松市さんと香川町では大きな差異があるわけでございま

す。 

高松市さんの軽度生活援助事業実施要領を見ますと、その運営の第２条に、「事業は、

社団法人高松市シルバー人材センターに委託して実施する。」と、こうなっとるわけでご
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ざいます。香川町の場合は、やはりその実施要領によりますと、第２条で「この事業の実

施主体は香川町とする。」と、こういうふうになって、町が直接の運営になっておるわけ

でございます。 

 それで、この間、１３回のときも、私、申し上げたかと思うんでございますけれども、

私の周辺、我田引水で申しわけないんでございますが、非常にこのホームヘルパーさんを

利用して非常に喜んでいただいておる。といいますのは、私の住んでる団地は非常に買い

物に不便なとこ、交通機関、自分で車を運転しなければ行けないというようなこと、それ

ともう相当年数がたっとるので、配偶者に先立たれた人でひとり住まいの人が非常に多い

というようなことで、軽度生活援助をするにはできるだけ御本人にも動いていただかねば

ならないのは重々わかっておるのでございますけれども、このホームヘルパーにつきまし

て、でき得れば、当分の間、香川町のこの制度を存続する、または当年度を加えて３年度

存続して、その後は考えるというようなことでやっていただけないもんかどうか、ちょっ

と希望したいのですが、御所見を承りたいと思います。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○西川健康福祉部会委員 健康福祉部会でございます。ただいまの初瀬委員さんの御質問

について、お答えを申し上げます。 

 御質問の軽度生活援助事業、この４９ページでございますが、おっしゃるとおり、香川

町におかれましては、サービス提供者はホームヘルパーさんとシルバー人材センターの会

員、当市におきましてはシルバー人材センターの会員となっております。そのサービス提

供者についてでございますが、香川町におかれまして、全利用者約７０名いらっしゃいま

すけども、そのうち９割の方はシルバーの利用者と聞いております。高松市はシルバーの

会員が提供してますが、高松市のシルバーの会員についても、こういった業務はなれてお

りまして、高松市におきまして、利用者からサービスが悪いという苦情も聞いておりませ

んので、引き続き香川町さんの利用者に対しましても、満足できるサービス提供ができる

と考えております。 

 それから、利用回数でございます。これもおっしゃるとおり、ホームヘルパーさんにつ

いては、香川町さんにおかれましては週２回の１回２時間、ですから、最高月１６時間の

利用ができるわけでございます。シルバーについては月８時間、これはほとんど差はござ

いません。これも、今申し上げましたように、ホームヘルパーさんにつきましては、今６

名いらっしゃると聞いてますが、そのうち５名につきましては、実質的に月４時間の利用
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ということでございまして、もうほとんど、実質的には、サービス低下しないというふう

に考えております。そういったことを踏まえて御理解賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○初瀬委員 香川町の課長さんおいでとらんですか、菅原さん。今の数字については間違

いございませんか、ホームヘルパーの利用者数とかそういうなことについて。 

○菅原健康福祉部会委員 香川町の菅原でございますけれども、１６年の１１月分で報告

させていただきたいと思いますが、ホームヘルパーさんの利用者６名でございます。 

○初瀬委員 時間、利用時間。 

○菅原健康福祉部会委員 ４時間の方が２名、２時間の方が１名、あとは……。 

○初瀬委員 菅原さん、もうええですわ。私の周囲に非常にそうしたホームヘルパーを利

用しておる人が多いということで、香川町全体でホームヘルパーが随分利用されとんかと

思いましたんですけれども、これぐらいの人員の利用度、時間でしたらまあまあそうあれ

ですけれども、できるだけ、非常に重要な問題だと思うんです。これからの高齢化社会で、

よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（増田会長） ほかにございますか。 

 はい、どうぞ。 

○大塚委員 香川町の大塚です。前回にもお願いしたんですけれども、高齢者の入浴サー

ビスですね、これが高松市は浴場組合の関係のところと。香川町は、今まで町内には浴場

もありませんし、温泉もありません。そういうことから、塩江町の温泉の入浴券を支給し

てるわけですけれども、この費用というのは、高松市で現在、現行制度と費用額的にはほ

とんど同じような額です。実際に高松市内の浴場まで香川町の住民に行きなさいよと言っ

ても、これは恐らく、特に高齢者の場合、行く人はいないと思います。そういう現実的な

問題から、制度の趣旨の問題は、この前のときに、そのねらい、趣旨に違いがあるので難

しいというふうなお答えだったかと思うんですけれども、ぜひ対応として、ないものを使

え言われても使えないわけで、これはやっぱり、今までと同じような温泉の入浴券を支給

する方向で解消をしていただきたいと思いますが、市長さんいかがでしょうか。額的には

変わらんと思います。 

○議長（増田会長） 私が今すぐ聞かれても。ちょっと事務局からお答えします。 

○西川健康福祉部会委員 大塚委員さんの御質問にお答えを申し上げます。 
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 この調整案でございますが、おっしゃるとおり、高松市の入浴助成事業については、旧

市内の銭湯を利用されるということでございまして、旧市内でアパートなんかにお住まい

の方で、おふろがない方いらっしゃいますことから、そういった方の生活の便宜の向上と

衛生管理という観点で実施しておる制度でございます。 

 香川町の温泉無料入湯券交付事業については、７５歳以上の方、全高齢者に対して無料

券を配布するという事業でございまして、この事業は、いわゆる香川町の方の調整、意向

も十分踏まえた上で、合併時におきまして、この制度の恩恵を受けている方につきまして

は、引き続きサービスの低下を招かないように継続してサービスを提供するというもので

ございまして、内容的にはこの制度は継続するということでございますので、御理解いた

だきたいと思います。 

○議長（増田会長） ほかにございますか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） それでは、お諮りいたします。 

 協議第４０号から協議第４２号についての３件、原案どおり確認することに御異議あり

ませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） ありがとうございました。協議第４０号から協議第４２号の３件に

ついて、原案どおりと確認いたします。 

 次に、協議第４３号農林水産関係事業について議題といたします。 

 提案内容を説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、会議資料３１ページをごらんいただきたいと存じます。 

 協議第４３号農林水産関係事業についてでございますが、提案内容は、ページ中ほどに

記載のとおりでございます。よろしく御審議をお願いを申し上げます。 

○議長（増田会長） それでは、協議第４３号について、御質問、御意見等伺いたいと存

じます。 

 はい、どうぞ。 

○初瀬委員 香川町の初瀬です。前回、１３回のときも要望をさせていただいたかと思う

んでございますが、今、香川町では、ＪＡの香川支部農業機械銀行に対しまして、香川町

が実施している農業機械銀行受託者機械導入補助とか労災保険料等の補助をしておるわけ

でございますが、この受託者機械導入については余り実績がないというようなことでござ
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いまして、労災保険料につきましては、これ３年度に限り実施と、このようにありますが、

先ほどもだれかおっしゃっとられましたように、農業振興のために、でき得れば３年経過

した後も、引き続きこれを実施していただきたいと御要望をいたしておきますが、いかが

でございましょうか。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局次長（加藤） ただいまの御質問は、附属資料のその２の８４ページにございま

す農業団体等育成事業に関する質問でございます。これにつきましては、産業部会の方か

らお答えを申し上げます。 

○川西産業部会委員 産業部会でございます。 

前回も農業機械銀行に対する補助その他についてお聞きされております。 

 確かに、初瀬委員さんのおっしゃられましたように、今後、農協等につきまして、農業

機械銀行、非常な役割をしてくると思います。あるいは営農集落、これも非常に重要なも

のと思います。ただし、今、高松市では、現在ＪＡ等が実施して、これに対する補助はし

ておりません。 

 それともう一つは、ほかの町との整合性等も図る必要がございますので、当面、合併年

度及びこれに続く３年度に限り実施するといたしまして、その後におきまして、また新た

な市域での、そういうような営農集落を初め農業機械銀行の果たす役割とか、そういうな

ものを考えて、ひとつ制度を考えたいと、このように思っております。御理解賜りたいと

思います。 

 だから、今おっしゃられた労災保険につきましても、それらを全部含めて考えてまいり

たいと、このように思っておりますので、御理解賜りたいと思います。 

○初瀬委員 わかりました。 

○議長（増田会長） ほかにございますか。 

 はい、どうぞ。 

○大塚委員 香川町の大塚です。今、現在の制度を、今後将来にわたってはその実情を踏

まえて検討したいということだったかと思いますけども、実は、私も香川町にある農業機

械銀行の一つの銀行の方の会長をしております。制度が始まって以来ずっと、それ以前か

ら私してるんですけども、この制度が始まって、機械を購入の際に、私が、私の機械銀行

構成員であるという証明をして、私が機械を買うというのは私の性格からいって合わない

もんですから、一切私はこの補助を受けませんでした。 
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 しかし、今、香川町の中の実情と機械銀行の助成制度を含め、そういった仕組みのない

ところとの間に地域格差が非常に広がっています。例えば、稲刈りをしますと、香川町で

は１０アール当たり３万４，０００円です。高松市で、今、現況の数字、これは個々ばら

ばらにしているから定かではないんですけれども、４万５，０００円から５万円と言われ

ています。そういう価格の開きが出てくる中で、高松市内において農業を、今、特に米作

をした場合には、そういった自分で機械が操作、もう高齢でできない、あるいは機械を新

たに購入してするのは、今の米価水準からいって合わないという非常に不合理な状況のも

とで、米をつくってもええけども、つくるんももう費用がかかってしようがないがという

苦情を、私、高松市内の方からもよく聞かされてます。現実に、高松市内の農家の受託も

現在しているわけですけれども、価格差が香川町とそういったところと非常に開きがある

もんですから、大変喜ばれます。しかし、私たちの地域の中でも、もう手いっぱいの状況

で、後継者を維持するのは非常に難しい状況があります。 

 そういう中で、もしそういった仕事を、作業を受託してる人がけがした場合の対応、そ

れから機械の購入のわずかな補助であっても、それが後進に役立つようにということで、

大変今まで効果を上げてきた一つでないかと思います。ただ、聞いてみますと、その実績

がちゃんと行政の中に反映されてないがというのが、今、ネックになってるそうですけれ

ども、私どもの果たしてる役割というのは非常に大きいわけで、これを数字あるいは実績

を集計すれば、かなりな評価もいただけるんではないかと。そういったことも十分勘案を

されまして、維持と、それから機械銀行に限らず、香川町で各部会、例えば桃をつくれば

桃の研究会であるとか、農薬規制、安全な食糧ということで、減農薬のための研修など、

非常にそれぞれの部会ごとにたくさんやってます。その部会ごとに、香川町の場合は助成

がされて、そういった研修会などが行われてるわけですけれども、もちろん私どもの機械

銀行でも、安全のための技能講習会とかそういった事業もやってます。 

 そういった助成がなくなれば、当然、そういう場合の研修の講師をお願いするのも大変

困難なわけです。講師の謝金程度のものと、それから実質研修などに要る費用、あるいは

機械銀行であれば労災保険の掛け金の一部、運営費、こういったものが補助をされている

わけですけれども、これがすべてなくなるということに……、すべてではない、幾つかは

高松の既存の制度に編入できる面もありますけれども、これがなくなるということが、実

は香川町の特別委員会の中では、それぞれの農協あるいは土地改良、そういったとこに周

知がされてきたんだと、運営費の助成については了解をもらいましたというふうな答えが
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ありました。ところが、直接その担当者に聞いてみますと、そういう説明は受けておりま

せんと。非常に矛盾した今の状況になってます。 

 そういう中で、この農林水産関係の分については、もう一度猶予をいただきまして、そ

ういった関係者との間の周知、あるいは理解の得られる内容に改善をする必要があるかと

思います。そういうことで、猶予をいただけたらと思うわけです。 

 以上です。 

○議長（増田会長） 事務局から、今の件について。 

○川西産業部会委員 何点かございますので、総括的な分で申します。 

 まず、農業機械銀行受託者機械導入補助、これは今、香川町は町単独でやっておられま

す。ただし、これも県の補助事業がございます。また、高松市でも園芸生産設備に対する

市の単独の補助もございます。また、総括的な分で言いますと、園芸団体に補助しており

ます香川町の各部会に対する補助、これにつきましては、他町との兼ね合いもございます。

そういうなことで、一応は３年度に限り実施するといたしたところでございます。 

 高松市におきましては、一応こういう部会に対してではなく、ＪＡに対する、そういう

一本化、あるいは各種園芸特産振興会とか、あるいは農業振興協議会を持っております。

そういうような中で視察研修に対する補助とか、そういうようなものをやっておりますの

で、香川町がやっておられます各部会のそういうような活動につきましては、今現在、高

松市が持っておりますそういうような各会の中で活動していただきたいと、かように考え

ております。 

○議長（増田会長） ほかに御意見ございませんか。 

 なければ、お諮りさせていただいてよろしゅうございますか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） 協議第４３号についてお諮りをいたします。 

 協議第４３号については、原案どおり確認することに御異議ありませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） 協議第４３号につきましては、原案どおりと確認をいたします…… 

○御厩委員 済みません。先ほど大塚委員が言いましたように、町内の方での各担当の、

ＪＡ関係、土地改良関係の十分な理解が私が得られるとは思うてないんです。 

○議長（増田会長） 意思集約を今回は図らないということですか、香川町さんは。 

○御厩委員 もう一度継続をお願いできませんかと。 
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○議長（増田会長） そうですか。そうおっしゃっていただいて、私も……。 

それでは、協議第４３号については、次回以降に意思集約を図ることといたします。 

 そういうことでよろしいですね。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） 次に、協議第４４号消防防災関係事業についてを議題といたします。 

 提案内容を事務局から説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、会議資料３４ページをごらんいただきたいと存じます。 

 協議第４４号消防防災関係事業についてでございます。提案内容は、ページ中ほどの枠

の中に記載のとおりでございます。よろしく御審議をお願い申し上げます。 

○議長（増田会長） それでは、協議第４４号について、御質問、御意見等ございました

ら御発言願います。 

 はい、どうぞ。 

○初瀬委員 この一番下の行でございますけど、「戸別受信機の経費負担については、合

併時までに調整する。」と、こうあるわけでございますが、このことにつきましては、戸

別受信機の経費負担とは、新規に設置する費用か、または、防災無線をもう私ども各戸に

引いておるわけでございますが、この維持費を戸別に、毎年何ぼとかというふうなことで

お支払いするのか、ちょっとそこらを御説明いただきたいと思います。 

○議長（増田会長） 事務局から説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、総務部会の方からお答え申し上げます。よろしくお願

いいたします。 

○小山総務部会委員 総務部会の小山でございます。よろしくお願いいたします。 

 今、初瀬委員さんの方から御質問ございました戸別受信機の関係でございますけれども、

附属資料の現況欄の１１７ページに現況がありますように、今現在、香川町さんにおきま

しては、戸別受信機の設置数が５，１５０個というふうなことでお伺いしております。そ

れで、調整案としての戸別受信機の経費負担については合併時までに調整するということ

につきましては、これは、今後新たに町民の方から要望がありました戸別受信機の取扱い

の経費についての調整ということで御理解いただきたいと思います。 

○初瀬委員 常時の、もう既に取り付けとるおうちに対してのこの維持費の経費っていう

のはかからないわけですね、今までどおり。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 
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○小山総務部会委員 今現在の、それぞれの戸別受信機の設置数５，１５０個につきまし

ては、これは、今現在、香川町の方で既にリース契約で毎年支払っているというふうなこ

とでお伺いしております。だから、それにつきましては、一応当面、今現在の、いわゆる

同報系無線の施設は、そのまま存続する限りは今の現状のままということで御理解いただ

きたいと思います。 

○議長（増田会長） ほかにございますか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） ないようでございましたら、協議第４４号について、原案どおり確

認することに御異議ありませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） 御異議ないので、協議第４４号については、原案どおりとすること

を確認いたします。 

 次に、協議第４５号学校教育事業についてを議題といたします。 

 提案内容を説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、会議資料３７ページをごらんいただきたいと存じます。 

 協議第４５号学校教育事業についてでございますが、提案内容は、ページ中ほどの枠の

中に記載のとおりでございます。よろしく御審議をお願いを申し上げます。 

○議長（増田会長） ただいま説明いたしました協議第４５号について、御質問等ござい

ましたら御発言願います。 

 はい、どうぞ。 

○御厩委員 前回、１３回の資料のページで言うたら１０８ページになるんですが、中学

生の新人・総合体育大会補助でございますが、この資料で、私ども町内でお聞きしました

のが、硬式テニスと文化部は除外されるというふうに聞いたんですが、そのあたりはどん

なでしょうかね、今、現状が、硬式テニス部と文化部に関しては、四国大会、全国大会に

行っても市から補助はないということなんですかね。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局次長（加藤） それでは、教育部会の方から御答弁をお願いいたします。 

○上原教育部会委員 教育部会から御説明申し上げます。 

 今回の資料の１２４ページに調整案としてお示ししてありますとおりでございまして、

硬式テニスと吹奏楽の補助のことでございますか。 
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○御厩委員 文化部、吹奏楽部とか合唱部とか文化系と、硬式テニス部は補助が出てない

んでしょうかと。 

○上原教育部会委員 一応、そこに、調整案のところにもございますように、一応、合併

年度及びこれに続く３年度に限りというふうなことで調整をしてございます。 

○御厩委員 済みません。私、思いますのに、いろんな協会というんですか、テニスがち

ょっと別個になっとるかもわかりませんし、文化部は文化部で何かほかの補助金制度とい

うんか、あるんで文化部には出さないようになっとんでしょうか。 

○上原教育部会委員 一応、学校行事の一つというふうな受けとめ方をしてございまして、

その中の一環ということで、他の部活動と同じような扱いというふうに考えてございます。 

○御厩委員 済みません。私、部活動としてテニス部の方も吹奏楽部の方もコーラス部の

方も、それなりの努力をされ、四国大会、全国大会行かれるんであれば、やはり同様に、

ほかの野球部、サッカー部、いろんなクラブありますが、同様な補助を出すべきだと思う

んですが、どうでしょうかね。 

○上原教育部会委員 一応、だからその中にテニス部と合唱部も含めた形で３年間に限り

補助をするというふうには考えてございますので。 

○御厩委員 私が言いたいのは、３年度でなぜ、３年度は香川町はずっとやっとんですが、

３年度に限りということは、４年目からはテニス部と文化部に関しては出せないというこ

となんでしょう。 

○上原教育部会委員 はい。 

○御厩委員 それは変わらんのですかね。なぜ、そのテニス部と文化部とを分けてやるの

か。同じ部活動でやっとんであれば平等に扱うべきでないかと思うんですが。 

○上原教育部会委員 一応、他の部活動と同じような扱いということで見てございますの

で、テニス部あるいは文化部の活動も、そういった意味合いで３年度というふうにはして

ございます。 

○御厩委員 ３年度過ぎてもですかね。ほかの部活動、体育系のクラブは３年度過ぎても、

もともと高松市さん補助があるでしょう。それと同じにはできないんですか。 

○上原教育部会委員 だから、高松市の制度に合わせた補助をさせていただくというふう

にはなろうかと思います。 

○御厩委員 で、今、現状はテニス部とコーラス部、文化部に関しては出せとんですか、

出せないんですか。 
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○上原教育部会委員 高松では出せておりません。 

○御厩委員 それはなぜ、ちょっと、なぜテニス部とコーラス部や文化部には出せないん

ですかね。 

○事務局次長（加藤） 部会の委員で香川町さんの委員さんの方から御説明できるんであ

れば調整の過程を御説明いただきたいと思うんですが、どんなでしょうか。 

 多分、市町間でこれは調整をされたと思うんで、どのようなお話になったのか、説明が

できるんであればお願いをしたいと思います。 

○遠藤教育部会委員 香川町の遠藤でございます。当初より、高松市さんと、この件につ

きましては、調整協議を重ねてまいりました。その中で、テニス部を除く体育部の活動に

つきましては、高松市さんの方では補助制度がありますと。香川町の補助と対しましたら、

多少の違った点はございました。 

 その中で、主なところにつきましては、四国大会、全国大会の中学校の総合体育大会等

の参加につきましては、高松市さん側の方では交通費の全額を補助しておると。香川町の

場合は、交通費と宿泊費の全額を補助しておるということで、宿泊費の部分が高松市はな

いということでございました。 

 それからあと、テニス部につきましては、中体連に加盟していないということで、その

他のクラブ活動については中体連に加盟しておるということから、中体連に加盟していな

いテニス部については補助をしていないんだということでございました。 

 それからあと、文化部につきましても、高松市としては補助はしていないんだという、

そういった経緯があるということでございまして、また、香川町としても、これまでどお

りの、そういった補助につきましては、香川町としては相当希望はしたんではございます

けれども、高松市さんの方でそういった制度がないということで、香川町だけのそういっ

た学校について特別扱いはできないんだということもございまして、このような調整にな

った次第でございます。一応３年をめどとして、そういった現行どおりにするということ

になったということでございます。経緯としてはそういったことであります。 

○御厩委員 もう時間も長引いておりますので終わりますけれども、できましたら３年の

間に再検討いただいて、子供たちが平等に扱っていただけるように検討をお願いして、要

望して終わります。 

○議長（増田会長） ほかにございますか。 

 はい、どうぞ。 
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○大塚委員 時間は経過してますけども、今の説明ですけれども、文化部あるいはテニス

部は、同じような形で行くのにその補助がない、援助がない。さらに、体育大会、そのほ

かの体育部活動関係でも交通費だけで宿泊費はない。それから、機材の運搬が、これがか

なり、部活動によっては、機材の運搬というのが非常に大事な仕事になるわけですけれど

も、これが半額助成と全額公費負担というのでは、大変大きな違いが出てくるわけですね。

特に、吹奏楽部なんかだったら、機材の輸送というのは非常に大事で、向こうへ本人が着

いたときにはすぐ練習ができる機材をそろえたい。あるいは、その機材の輸送というのが

非常に費用もかかる問題です。それを全く見てもらえない、本人の旅費も見てもらえない

ということでは、格差が余りにひど過ぎるんですけれども、これを調整することを検討し

てもらえないのかどうか。もうほかの行政では、香川町以外はそんなことをしとるとこは

どこもない、おまえとこだけやがと。せやからそんなんはもう取り入れんでええがという

ことなのかどうか、そのあたり再度。 

○議長（増田会長） 事務局から。 

○上原教育部会委員 ただいまの御質問でございますが、一応３年度に限り、３年間につ

きましては、現行どおり実施したいと思いますが、それ以後につきましては、一応、高松

の制度に合わせていただくということで、他の町につきましても、ほぼ同様な調整案は現

在は検討はしております。そういった意味で、ぜひそういう意味での御理解をいただきた

いというふうには思っております。 

○議長（増田会長） お諮りさせていただいてよろしゅうございますか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） それでは、協議第４５号についてお諮りします。 

 原案どおり確認することに御異議ありませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） 御異議ないようでございますので、協議第４５号につきましては、

原案どおりとすることを確認いたします。 

 次に、新規提案でございますが、この後、新規提案項目が１０項目ほどございます。時

間も相当経過しておりますことから、まことに恐れ入りますが、新規提案の協議事項につ

きましては、本日は説明のみとさせていただいて、御質問、御意見等は、次回会議で伺い

たいと存じますが、いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（増田会長） それでは、さよう取り計らわせていただきます。 

 それでは、協議４６号以下の協議５５号までについて、一括して事務局から説明いたし

ます。 

○ 事務局次長（加藤） それでは、右肩にその３と書いております附属資料の新規提案 

分をごらんいただきたいと存じます。 

それでは、２ページをごらんいただきたいと存じます。 

 案件の数が非常に多うございます。恐れ入りますが、両市町に違いのある点を中心にポ

イントを絞って説明を申し上げますので、この点、御了解いただきますようよろしくお願

いいたします。 

 それでは、２ページをごらんいただきたいと存じます。 

 コミュニティ施策のうち、まず自治会活動推進事業でございます。 

 現況でございますが、２の自治会活動支援補助、３の自治会加入・結成促進奨励につい

て、その内容が市町間で異なっております。 

 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。ただし、香川町の自治会活動支援

補助については、合併年度及び合併年度の翌年度に限り、現行のとおり実施する。」とし

たところでございます。 

 続きまして、３ページの地域コミュニティ推進事業でございますが、高松市のみの事業

でございます。 

 続きまして、４ページをごらんいただきたいと存じます。 

 広報紙等配布業務でございますが、現況欄にございますように、１、２、３、それぞれ

内容は異なっております。 

 また、４の傷害保険については、高松市のみの制度となっております。 

 調整案といたしましては、「高松市の制度に統一する。」としたところでございます。 

 続きまして、５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 地域ふれあい交流事業でございますが、両市町で事業を実施いたしておりますが、すべ

ての項目におきまして、その内容に違いがございます。 

 調整案といたしましては、「高松市の制度に統一する。」といたしたところでございま

す。 

 続きまして、６ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ６ページは、防犯灯設置等補助事業でございます。 
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 現況でございますが、香川町では、１の防犯灯の新設工事等補助のうちの移設工事と補

修工事及び７ページの２の防犯灯の維持管理補助については、実施をいたしておりません。 

 また、その他の工事の補助率等におきましても、市町間で違いがございます。 

 調整案は、「高松市の制度に統一する。」といたしております。 

 続きまして、８ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ８ページと９ページの項目につきましては、高松市のみの制度でございます。 

 続きまして、１０ページをごらんいただきたいと存じます。 

 消費者行政の推進でございますが、両市町の消費者行政の内容に若干の差異がございま

すが、調整案といたしましては、「高松市の制度に統一する。」といたしております。 

 続きまして、１２ページをごらんいただきたいと存じます。 

 １２ページは、集会所等設置補助事業でございますが、３の補助率等、４の維持管理の

内容に市町間で違いがございます。 

 調整案は、「高松市の制度に統一する。」といたしております。 

 続きまして、１３ページをごらんいただきたいと存じます。 

 香川町立文化センター等の管理等でございますが、現況欄にございますように、香川町

では、地域住民の各種の会合を初め、多目的な利用ができる施設として文化センターが整

備をされております。 

 調整案といたしましては、「香川町立文化センター等については、高松市に引き継

ぐ。」としたところでございます。 

 以上がコミュニティ施策についての調整内容でございます。 

なお、会議資料に記載しております提案内容も、ただいまの調整内容と同じ内容でござ

いますので、本日、会議資料の提案内容の説明は省略をいたします。 

 以上が協議第４６号コミュニティ施策についての説明でございます。 

 続きまして、協議第４７号の児童福祉事業について御説明申し上げます。 

 ただいまの附属資料１５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 まず、保育所の現況でございますが、両市町の現況は、資料に記載のとおりでございま

して、調整案といたしましては、「香川町の公立保育所については、高松市の公立保育所

に引き継ぐ。」としております。 

 続きまして、１６ページをごらんいただきたいと存じます。 

 保育料でございますが、現況欄にございますように、両市町で保育料の階層区分及び年
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齢区分が異なっております。 

 また、保育料につきましては、次の１７ページに両市町の保育料の比較表を掲載いたし

ております。 

 １７ページをごらんいただきたいと存じます。 

 別紙の１の保育料徴収金額の比較表でございます。 

 資料には、階層区分と年齢区分ごとの保育料の月額を掲載しておりまして、階層によっ

て金額が異なりますが、両市町では高松市の保育料が高いもので最大で８，０００円、香

川町の保育料が高いもので最大４，０００円の格差がございます。 

 調整案といたしましては、１６ページにございますように、「合併年度は現行のとおり

とし、合併の年度の翌年度から、高松市の制度に統一する。ただし、香川町の保育所に入

所する児童の保育料のうち、負担が増加する場合については、合併年度の翌年度から４年

度目において、高松市の保育料と同額となるよう、段階的に調整するものとする。」とし

ております。 

 続きまして、１８ページをごらんいただきたいと存じます。 

 第３子以降保育料減免事業でございますが、現況欄の表にございますように、両市町で

は対象年齢、対象階層及び減免の内容において違いがございます。 

 調整案といたしましては、「高松市の制度に統一する。」といたしております。 

 続きまして、１９ページをごらんいただきたいと存じます。 

 遠距離通園者等に対する助成でございます。 

 香川町では、町立東谷幼稚園の廃止により、他の幼稚園、保育所に通園、通所すること

になった児童の保護者に対して、通園、通所費の一部を補助することにより、保護者の負

担の軽減を図っております。 

 調整案でございますが、「香川町の遠距離通園者等に対する助成については、合併時に

廃止する。」としたところでございます。 

 続きまして、２０ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ２０ページから２２ページにかけましては、両市町の特別保育事業について整理をいた

しております。 

 現況のうち、２２ページの９の地域子育て支援センター事業につきましては、高松市で

は委託のみで直営では実施いたしておりません。 

 調整案でございますが、２０ページにございますように、「高松市の制度に統一する。
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ただし、香川町の地域子育て支援センター事業（直営）については、現行のとおり実施す

るものとする。」としたところでございます。 

 続きまして、２３ページをごらんいただきたいと存じます。 

 病後児保育事業でございますが、これは高松市のみの事業でございます。 

 続きまして、２４ページをごらんいただきたいと存じます。 

 放課後児童クラブ関係事業でございますが、運営方法や利用者負担金、利用日などにつ

きまして、市町間で差異がございます。 

 調整案でございますが、「香川町の放課後児童クラブは、高松市の放課後児童クラブと

して引き継ぐ。ただし、香川町の放課後児童クラブの運営方法については、合併時までに

調整するものとする。利用日及び利用時間については、合併年度は現行のとおりとし、合

併年度の翌年度から高松市の制度に統一する。利用者負担金については、合併年度は現行

のとおりとし、合併年度の翌年度から３年度目において、高松市と同額になるよう段階的

に調整するものとする。」としたところでございます。なお、上側の対応策の２つ目の項

目にございますように、運営方法につきましては、委託化することといたしております。 

 続きまして、２５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 公立児童館事業でございますが、現況欄にございますように、香川町では児童館を２館

設置し、児童館事業を実施いたしております。 

 調整案といたしましては、「香川町の公立児童館は、高松市の公立児童館として引き継

ぐ。」といたしております。 

 続きまして、２６ページをごらんいただきたいと存じます。 

 私立保育所支援事業でございますが、現況のうち、２と３の特別保育事業につきまして

は、高松市では市単独補助を行っております。 

 また、４の職員研修費補助金から、次の２７ページの７の高松市保育研究会補助までは、

高松市のみの制度でございます。 

 また、８の認可保育所借地料補助事業については、香川町のみの事業でございますが、

高松市の現況欄にございますように、高松市では市有地を無償貸与し、民設民営方式で今

里保育所を整備をいたしております。 

 対応策でございますが、２６ページにございますように、高松市の制度に統一する。た

だし、香川町が借地料を補助している認可保育所用地については、高松市の例により無償

貸与方式に変更するものとし、調整案も「同様の趣旨」といたしております。 
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 続きまして、２８ページの認可外保育支援事業と、次の２９ページの民間児童厚生施設

運営補助事業につきましては、高松市のみの事業でございます。 

 続きまして、３０ページをごらんいただきたいと存じます。 

 母子家庭等就業・自立支援センター事業でございますが、現況欄に記載のとおり、香川

町では、県が同様の業務を実施いたしております。 

 調整案は、「高松市の制度を適用する。」としたところでございます。 

 続きまして、３１ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ３１ページは、子育て短期支援事業でございますが、両市町ともに同じ内容の事業を実

施いたしておるものでございます。 

 続きまして、３２ページの母子生活支援施設でございますが、これは高松市のみの制度

でございます。 

 続きまして、３３ページをごらんいただきたいと存じます。 

 母子寡婦福祉資金貸付等事業でございますが、香川町では、県が同様の業務を実施して

おりますことから、調整案といたしましては、「高松市の制度を適用する。」といたした

ところでございます。 

 続きまして、３４ページをごらんいただきたいと存じます。 

 母子等医療費助成事業でございますが、ほぼ同内容の事業を実施いたしておりますこと

から、「高松市の制度に統一する。」としたところでございます。 

 続きまして、３５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 乳幼児医療費助成事業でございますが、これも同内容の事業を実施しておりますことか

ら、「高松市の制度に統一する。」といたしております。 

 以上が児童福祉事業についての説明でございます。 

 一括説明でございますので、続きまして、協議第４８号の環境対策事業について御説明

申し上げます。 

 附属資料４０ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ４０ページから４１ページにかけまして、ごみ処理事業の収集方法等についての現況を

整理いたしておりますが、現況欄に記載のとおり、両市町では、分別の区分、収集回数等

に差異がございまして、２の臨時・粗大ごみにつきましては、香川町では、町の環境セン

ターへ搬入した後、一部事務組合の施設でございます東部クリーンセンターに搬入をいた

しております。 
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 対応策でございますが、高松市の制度に統一する。香川町地域のごみの収集方法等につ

いては、合併年度及びこれに続く２年度について、現行のとおりとする。東部クリーンセ

ンターへのごみの搬入については、協定項目第１６号「一部事務組合等の取扱い」の協議

によるものとするとし、調整案も記載のとおりの内容といたしております。 

 続きまして、４２ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ごみ処理事業の手数料でございます。 

 現況欄に記載のとおり、両市町では、１の家庭系一般廃棄物のごみ袋の料金を初め、各

種の手数料等におきまして差異がございます。 

 対応策でございますが、高松市の制度に統一する。香川町指定のごみ袋については、合

併年度及びこれに続く２年度に限り、香川町地域において、使用できるものとする。香川

町地域の家庭系一般廃棄物、事業系一般廃棄物、臨時・粗大ごみ、資源ごみ、動物の死体

及び自己搬入手数料については、合併年度及びこれに続く２年度について、現行のとおり

とする。なお、その後の対応については、全市的な観点から見直しを行うとし、調整案も

同趣旨の内容といたしております。 

 続きまして、４３ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ごみ処理事業の一般廃棄物適正処理指導事業でございますが、現況欄に記載のとおり、

両市町では、ごみステーションの管理方法に差異がございますほか、２の分別収集推進活

動補助につきましては、香川町では該当はございません。 

 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。ただし、香川町地域の既存のごみ

ステーションについては、現行のとおりとする。」としたところでございます。 

 続きまして、４４ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ごみ処理事業の一般廃棄物収集運搬処理許可でございますが、両市町とも、同内容でご

ざいますことから、「高松市の制度に統一する。」といたしております。 

 続きまして、４５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 廃棄物管理指導等でございます。 

 現況欄に記載のとおり、両市町では、実施内容に差異がございますが、調整案といたし

ましては、「高松市の制度に統一する。」といたしております。 

 続きまして、４６ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ４６ページから４７ページにかけましての衛生組織団体活動推進事業につきましては、

高松市のみの事業でございます。 
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 続きまして、４８ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ごみ減量資源化推進事業でございます。 

 現況のうち、３の生ごみ処理機等購入経費補助のうち、高松市の項目でいいますと、生

ごみ堆肥化容器の補助率等におきまして、市町間で差異がございます。 

 調整案といたしましては、「高松市の制度に統一する。」といたしております。 

 次の４９ページ、環境基本計画につきましては、香川町は該当はございません。 

 次に、５０ページをごらんいただきたいと存じます。 

 環境保全推進事業でございますが、両市町で事業内容に差異がございますが、調整案は、

「高松市の制度に統一する。」といたしております。 

 続きまして、５１ページをごらんいただきたいと存じます。 

 大気汚染監視事業でございますが、実施機関が異なりますほか、一部、実施内容にも差

異がございますが、調整案は、「高松市の制度を適用する。」といたしております。 

 続きまして、５２ページをごらんいただきたいと存じます。 

 騒音振動防止対策事業でございますが、現況のうち、３の航空機騒音調査にございます

ように、香川町では、新高松空港周辺整備基金からの助成を受けて基金を創設し、平成９

年度から１８年度までの１０年間、航空機騒音調査を実施することといたしております。 

 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。香川町が実施している航空機騒音

調査については、平成１８年度までは現行のとおりとする。」としたところでございます。 

 次に、５３ページをごらんいただきたいと存じます。 

 水質汚濁監視事業でございます。 

 現況でございますが、１の公共用水域水質調査について、市町間で実施方法が異なって

おりますが、その他の調査等につきましては、香川町では、県がほぼ同様の業務を行って

おります。 

 調整案は、「高松市の制度に統一する。」としたところでございます。 

 次の５４ページの公衆便所管理につきましては、高松市のみの制度でございます。 

 続きまして、５５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 し尿収集事業でございますが、現況欄に記載のとおり、市町間で、し尿収集手数料など

に差異がございますほか、５の貯留施設にございますように、香川町では、中継用の貯留

施設に一時貯留する収集体制となっております。 

 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。香川町の下倉貯留槽については、
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し尿中継用貯留施設として継続して使用するものとする。」としたところでございます。 

 以上で協議第４８号環境対策事業についての説明を終わります。 

 続きまして、協議第４９号建設関係事業について御説明申し上げます。 

 まず、５７ページをごらんいただきたいと存じます。 

 まず、用途地域でございますが、現況のうち、２の種類につきましては、文字が少し小

さくて恐縮でございますが、高松市では、１２種類の用途地域を指定しておりますが、香

川町では、９種類の用途地域の指定となっておりまして、市町間で差異がございます。 

 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。ただし、香川町地域の用途地域に

ついては、現行のとおりとする。」としております。 

 続きまして、５８ページをごらんいただきたいと存じます。 

 屋外広告物規制でございますが、高松市では、中核市として、記載のような事務を行っ

ておりますが、香川町では、県が同様の業務を行っております。 

 調整案は、「高松市の制度を適用する。」といたしております。 

 続きまして、５９ページをごらんいただきたいと存じます。 

 建築指導でございますが、一部、香川町においても実施している事業もございますが、

大半は、高松市では、特定行政庁として市が実施しており、香川町では、県が同様の業務

を行っているものでございます。 

 調整案といたしましては、「高松市の制度に統一する。」といたしております。なお、

５９ページの下側に特定行政庁の説明を記載しております。後ほど、ごらんいただければ

と存じます。 

 続きまして、６２ページをごらんいただきたいと存じます。 

 開発指導でございますが、大半は、高松市では、中核市あるいは特定行政庁として市が

実施いたしておりますが、６２ページの２の開発指導につきましては、香川町では、町内

の開発については、指導要綱に基づき事前協議を行っているほか、次の３の開発行為等の

許可基準におきまして、市町間で差異がございます。 

 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。ただし、香川町の開発行為等の許

可基準については、現行のとおりとする。」としたところでございます。 

 続きまして、６４ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ６４ページの建築物等検査から６６ページの確認申請審査につきましては、高松市が特

定行政庁として実施している事業でございます。 
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 続きまして、６７ページの都市公園等から７０ページの緑化事業につきましても、高松

市のみの制度でございます。説明は省略させていただきます。 

 続きまして、７１ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ７１ページの花いっぱい推進事業でございますが、市町間で、その内容に差異がござい

まして、現況のうち、３の花の香る町づくり推進事業は香川町のみの制度、その他の項目

は高松市のみの制度でございます。 

 調整案は、「高松市の制度に統一する。」といたしております。 

 次に、７３ページの緑の基本計画は、高松市のみの制度でございます。 

 続きまして、７４ページをごらんいただきたいと存じます。 

 市・町道路等でございますが、資料には、両市町の道路状況などの現況を記載いたして

おります。 

 また、４にございますように、市道・町道の認定基準につきまして、市町間で差異がご

ざいます。 

 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。香川町が認定している町道につい

ては、高松市の市道として引き継ぐ。」としております。 

 続きまして、７５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 道路維持管理でございますが、２の補修及び３の清掃におきまして、一部差異がござい

ますが、両市町ともほぼ同様の取り扱いをしておりますことから、調整案は、「高松市の

制度に統一する。」としております。 

 続きまして７６ページをごらんいただきます。 

 道路愛護団体でございますが、高松市のみの制度でございます。 

 続きまして、７７ページをごらんいただきたいと存じます。 

 道路新設改良でございますが、現況欄にございますように、高松市では、市の計画及び

地元の要望により、道路等の新設、改良を行っておりますが、２にございますように、地

元要望による場合、記載のとおりの単価とし、時価買収では行わないことといたしており

ます。 

 一方、香川町でございますが、町の計画や地元要望により実施する道路の新設・改良事

業に係る用地買収につきまして、時価で買収する方法をとっております。 

 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。ただし、合併時において、香川町

地域の継続中の事業に係る土地買収単価については、合併年度及びこれに続く２年度に限
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り、現行のとおりとする。」としたところでございます。 

 続きまして、７８ページをごらんいただきたいと存じます。 

 急傾斜地崩壊対策事業でございますが、現況のうち、３の採択基準等について、採択基

準の戸数及び事業費の負担区分におきまして、市町間で差異がございます。 

 調整案でございますが、「香川町地域の採択基準及び事業費負担区分については、現行

のとおりとする。」としております。 

 続きまして、７９ページをごらんいただきたいと存じます。 

 水防対策でございますが、現況のうち、４の水防本部の設置時期について、市町間で差

異がございますほか、６の避難勧告等の住民への周知方法につきましても差異がございま

す。 

 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。ただし、香川町住民への周知方法

については、現行のとおりとする。」としております。 

 次の８０ページの市・町営住宅、８２ページの特定優良賃貸住宅制度及び８３ページの

高齢者向け優良賃貸住宅制度につきましては、高松市のみの事業でございます。 

 以上が協議第４９号建設関係事業についての説明でございます。 

 続きまして、下水道事業について御説明申し上げます。 

 引き続き、８５ページをごらんいただきたいと存じます。８５ページでございます。 

 まず、公共下水道事業計画でございますが、両市町の計画概要は現況欄に記載のとおり

でございまして、調整案は、「香川町の公共下水道事業は、高松市の事業として引き継

ぐ。」としております。 

 続きまして、８６ページをごらんいただきたいと存じます。 

 下水道使用料でございますが、現況欄に記載のとおり、１の使用料及び３の納入期限、

納入場所におきまして、市町間で違いがございます。 

 このうち、１の使用料でございますが、金額表の下側に平均的な使用料といたしまして、

１カ月１８立方メートルの場合の使用料をそれぞれ記載いたしておりますが、高松市の使

用料が若干安くなっております。 

 恐れ入りますが、少し飛びますが、９４ページをごらんいただきたいと存じます。９４

ページでございます。 

 ９４ページには、この参考資料ということで、下水道使用料の比較表を掲載いたしてお

ります。 
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 左側の表が水量ごとの２カ月分の使用料金、右側にはそれをグラフにあらわしたものを

掲載いたしております。御参考にしていただければと思います。 

 恐れ入りますが、８６ページにお戻り願います。 

 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。」といたしております。 

 続きまして、８７ページをごらんいただきたいと存じます。 

 受益者負担金でございますが、現況のうち、２の負担金額につきまして、市町間で差異

がございまして、高松市では、１平方メートル当たり１５０円、香川町では、１平方メー

トル当たり５００円となっております。 

 また、３の徴収方法、５の報奨金制度及び６の減免基準にも差異がございます。 

 調整案は、「高松市の制度に統一する。」といたしております。 

 続きまして、８８ページをごらんいただきたいと存じます。 

 水洗便所改造資金支援制度でございますが、現況のうち、１の内容につきまして、市町

間で違いがございまして、高松市では、市が直接貸し付けをいたしておりますが、香川町

では、融資のあっせんを行い、金融機関に対し利子補給を行っております。 

 また、２の貸付融資あっせん額及び４の償還方法におきましても差異がございます。 

 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。ただし、香川町で合併時までに融

資をあっせんされた者については、合併年度及びこれに続く３年度に限り、現行の香川町

の制度を適用するものとする。」としたところでございます。 

 続きまして、８９ページをごらんいただきたいと存じます。 

 汚水ますの設置でございますが、費用の負担区分に市町間で差異がございまして、高松

市では、使用者の負担となっておりますが、香川町では、町が負担をいたしております。 

 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。ただし、香川町地域における汚水

ますの設置については、合併年度及びこれに続く５年度に限り、現行のとおりとする。」

としております。 

 続きまして、９０ページをごらんいただきたいと存じます。 

 合併処理浄化槽設置に対する補助でございますが、両市町とも、補助制度を設けており

ますが、高松市の現況欄にございますように、高松市では、５人槽から１０人槽について、

市単独の上乗せ補助を行っているほか、１１人槽以上５０人槽までは、国の補助基準どお

りとしているなど、市町間で補助の限度額に差異がございます。 

 調整案といたしましては、「高松市の制度に統一する。」といたしております。 
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 続きまして、９１ページをごらんいただきたいと存じます。 

 雨水利用でございますが、現況のうち、１の②の助成制度につきましては、両市町とも

に実施をいたしておりますが、その他は高松市のみの制度でございます。 

 調整案は、「高松市の制度に統一する。」といたしております。 

 続きまして、９３ページをごらんいただきたいと存じます。 

 排水設備設置助成でございますが、現況欄にございますように、香川町では、汲取り便

所の水洗便所への改造などに対して、改造資金の一部を助成をいたしております。 

 この制度の取扱いにつきましては、なお調整が必要でございますことから、調整案とい

たしましては、「排水設備設置助成の取扱いについては、合併時までに調整する。」とし

たところでございます。 

 以上が下水道事業についてでございます。 

 続きまして、社会教育事業について御説明申し上げます。 

 ９６ページをごらんいただきたいと存じます。 

 まず、生涯学習基本計画でございますが、香川町では、計画が策定されておりませんこ

とから、「高松市の制度を適用する。」といたしております。 

 続きまして、９７ページをごらんいただきたいと存じます。 

 子ども読書活動推進計画でございますが、現況欄にございますように、両市町ともに計

画を策定し、当該事業を実施いたしておりますが、計画の内容に若干の差異がございます。 

 調整案は、「高松市の制度に統一する。」といたしております。 

 続きまして、９８ページをごらんいただきたいと存じます。 

 子どもの健全育成でございます。９８ページから１００ページにかけまして、両市町の

取り組みを整理いたしておりますが、市町間で事業内容等に差異がございます。 

 このうち、４の学校週５日制関連地域づくり、次の９９ページの７の子ども会交流大会

から１００ページの１０の卓球大会までは、香川町のみの事業でございます。 

 これらの現況を踏まえた調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。香川町の

学校週５日制関連地域づくり事業、子ども会交流大会、わんぱく寺子屋、凧揚げ大会及び

卓球大会については、合併年度及びこれに続く２年度に限り、現行のとおりとする。」と

したところでございます。 

 続きまして、１０１ページをごらんいただきたいと存じます。 

 子ども会活動の促進でございますが、２の補助対象団体に差異がございまして、香川町
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では、町が香川町子ども会育成連絡協議会へ補助し、そのうちの大部分を校区の子ども会

へ助成いたしております。 

 調整案でございますが、「合併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌年度から高松市

の制度に統一する。ただし、香川町地域の校区子ども会への補助については、合併年度の

翌年度から４年度目において、高松市の制度に統一するよう、段階的に調整するものとす

る。」としたところでございます。 

 続きまして、１０２ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ＰＴＡ活動の促進でございますが、２にございますように、補助対象団体について差異

がございますが、調整案は、「合併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌年度から高松

市の制度に統一する。」といたしております。 

 続きまして、１０３ページをごらんいただきたいと存じます。 

 成人式でございますが、高松市では成人の日に、香川町では８月１５日に、記載のよう

な内容で成人式を実施いたしておりますが、市町間でその内容等に差異がございます。 

 調整案は、「高松市の制度に統一する。」としたところでございます。 

 次に、１０４ページの青年活動の推進につきましては、高松市のみの事業でございます。 

 続きまして、１０５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 家庭教育等の推進でございますが、現況欄に記載のとおり、一部、香川町において同様

の事業を行っているものもございますが、大半が高松市のみの事業でございまして、調整

案は、「高松市の制度に統一する。」といたしております。 

 続きまして、１０６ページをごらんいただきたいと存じます。 

 成人教育の推進でございますが、両市町で事業を実施いたしておりますが、その内容に

おいて違いがございます。 

 調整案といたしましては、「高松市の制度に統一する。」としております。 

 続きまして、１０７ページをごらんいただきたいと存じます。 

 公民館でございますが、１０７ページから１０９ページにかけまして、両市町の公民館

の現況を記載しておりますが、１の施設の概要にございますように、高松市では、校区単

位に地区公民館が４１館、また、管理公民館が１館整備されております。一方、香川町で

は、町内に公民館が５館整備をされております。 

 また、２の開館時間、次の１０９ページの４の使用料につきましても、市町間で違いが

ございます。 
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 調整案でございますが、１０７ページにございますように、「香川町の公民館について

は、高松市に引き継ぐ。香川町の公民館の取扱い及び開館時間・使用料等については、合

併時までに調整する。」としたところでございます。 

 次に、１１０ページの高松市生涯学習センターにつきましては、高松市のみの事業でご

ざいます。 

 続きまして、１１１ページをごらんいただきたいと存じます。 

 スポーツ団体育成事業でございます。 

 現況のうち、１及び２の体育協会に対する補助について、市町間に差異がございまして、

香川町では、町が香川町体育協会に補助し、地区体育協会に対しては、香川町体育協会か

ら補助金が交付されております。 

 また、４のスポーツ少年団につきましても、登録料や練習時間帯、補助金などに差異が

ございます。 

 調整案でございますが、「合併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌年度から高松市

の制度に統一する。ただし、香川町地域の体育協会及びスポーツ少年団への補助について

は、合併年度の翌年度から４年度目において、高松市の制度に統一するよう、段階的に調

整するものとする。」としたところでございます。 

 続きまして、１１３ページをごらんいただきたいと存じます。 

 スポーツイベント等振興事業でございます。 

 現況のうち、１の市・町民スポーツ大会でございますが、両市町では、内容及び運営主

体等について差異がございます。 

 また、２の地区運動会につきましては、香川町では実施いたしておりません。 

 対応策でございますが、高松市の制度に統一する。香川町の町民運動会は、高松市の地

区運動会として取り扱うものとするとし、調整案は、「高松市の制度に統一する。」とし

たところでございます。 

 続きまして、１１４ページをごらんいただきたいと存じます。 

 各種スポーツイベント事業でございますが、両市町ともに、現況欄に記載のような事業

等を実施いたしておりますが、問題点・課題の欄にございますように、両市町で類似のイ

ベントがありますほか、香川町のスポーツイベントについては、参加対象や実施場所が香

川町地域に限定されるものがございます。 

 対応策でございますが、高松市の制度に統一する。両市町の類似イベントについては統
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合する。香川町のスポーツイベントについては、香川町の体育協会が自主運営するものと

し、調整案は、「高松市の制度に統一する。」としたところでございます。 

 続きまして、１１５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 体育指導委員でございますが、１の構成にございますように、高松市では、学識経験を

有する者と各小学校区から推薦された男女各１名となっております。 

 また、２の活動内容、３の報酬におきましても差異がございます。 

 対応策でございますが、高松市の制度に統一する。香川町地域の委員については、３小

学校区から推薦された男女各１名ずつとする。委員定数については、合併時までに見直し

を行うものとするとし、調整案は、「高松市の制度に統一する。」としております。 

 続きまして、１１６ページをごらんいただきたいと存じます。 

 学校体育施設開放推進事業でございます。 

 現況欄の１の開放施設の種類にございますように、両市町では学校体育施設を開放いた

しております。 

 また、２の管理運営方法、３の使用の申請方法、４の補助金、５の管理謝金、次の１１

７ページの６の使用料及び７の開放時間におきましても、市町間で差異がございます。 

 調整案でございますが、１１６ページにございますように、「高松市の制度に統一する。

ただし、香川町地域の開放学校体育施設及び開放時間については、現行のとおりとす

る。」としたところでございます。 

 続きまして、１１８ページをごらんいただきたいと存じます。 

 体育施設管理運営でございます。１１８ページから次の１１９ページにかけまして、両

市町の体育施設の現況を掲載しておりますが、両市町では、体育施設の管理運営方法、使

用申請方法、利用時間、使用料等に差異がございます。 

 また、香川町では、中学校の部活動、スポーツ少年団、体育協会等が体育施設を使用す

る場合、使用料の減免措置を行っております。 

 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。香川町地域の体育施設の利用時間

は現行のとおりとし、使用料については、高松市の例により、現行の町内在住者の使用料

に統一するものとする。減免措置については、合併年度及びこれに続く３年度に限り、現

行のとおりとする。」としたところでございます。 

 以上が社会教育事業でございます。 

 それでは、続きまして文化振興事業について御説明申し上げます。 
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 １２１ページをごらんいただきたいと存じます。 

 まず、指定文化財でございますが、１の文化財保護審議会につきましては、両市町とも

設置されておりますが、内容、委員数等に差異がございます。 

 また、両市町の指定文化財の現況は、２に記載のとおりでございます。 

 また、３の文化財保存等事業補助にございますように、両市町とも、文化財の保存、管

理等のための事業に対し補助を行っておりまして、香川町では、ひょうげまつりや祇園座

などの団体に補助をいたしております。 

 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。ただし、香川町の文化財保存等事

業に係る補助については、現行のとおりとする。」としたところでございます。 

 次に、１２２ページの埋蔵文化財調査事業でございますが、両市町とも、ほぼ同様の事

業を行っております。 

 調整案は、「高松市の制度に統一する。」としております。 

 続きまして、１２３ページをごらんいただきたいと存じます。 

 文化財学習事業でございますが、現況欄にございますように、香川町では、学習会とい

たしまして、「ふるさと歴史探訪」という事業を実施いたしております。 

 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。ただし、香川町の「ふるさと歴史

探訪」については、現行のとおり実施するものとする。」としております。 

 続きまして、１２４ページの文化奨励賞につきましては、高松市のみの制度でございま

す。 

 次に、１２５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 文化祭開催事業でございますが、現況欄にございますように、両市町とも、市・町民文

化祭、地区文化祭を実施いたしておりますが、開催時期や内容、運営方法、補助金等にお

いて差異がございます。 

 対応策でございますが、香川町文化祭については、高松市の地区文化祭として取り扱う

ものとする。大野公民館まつりは、現行のとおり実施するものとし、調整案は、「高松市

の制度に統一する。」としております。 

 続きまして、１２６ページをごらんいただきたいと存じます。 

 文化芸術活動推進事業でございますが、２の学校巡回教室につきましては、高松市のみ

の事業でございます。 

 調整案は、「高松市の制度に統一する。」としております。 
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 続きまして、１２７ページをごらんいただきたいと存じます。 

 文化団体の育成・支援事業でございます。 

 現況でございますが、１の文化協会活動補助にございますように、両市町とも、文化協

会の運営活動に対して補助を行っておりますが、両市町では、文化協会の組織や補助内容

等におきまして差異がございます。 

 また、３の芸術文化活動事業補助は、高松市のみの制度でございます。 

 このような現況を踏まえた対応策でございますが、高松市の制度に統一する。香川町文

化協会については、高松市の地区文化協会として取り扱うものとする。香川町文化協会に

対する補助については、協会における相互調整の動向、活動状況等を勘案して、合併時ま

でに調整する。香川町地域における文化団体事業補助については、高松市の芸術文化活動

事業補助の対象事業として取り扱うものとするとし、調整案も記載のとおりでございます。 

 続きまして、１２８ページから１３０ページにかけましての歴史資料館運営事業につき

ましては、高松市のみの制度でございます。 

 続きまして、１３１ページの歴史資料整備事業でございますが、市町間で保管方法に差

異がございますが、調整案は、「高松市の制度に統一する。」といたしたところでござい

ます。 

 続きまして、１３２ページをごらんいただきたいと存じます。 

 文化教育等普及事業でございますが、３の文化講演会事業につきましては、両市町とも

に実施いたしております。 

 対応策でございますが、高松市の制度に統一する。香川町の文化講演会については、高

松市文化芸術財団の行う事業の中での実施を検討する。なお、香川町スポーツ文化振興会

は、合併時に廃止するとし、調整案は、「高松市の制度に統一する。」といたしておりま

す。 

 続きまして、１３３ページをごらんいただきたいと存じます。 

 図書館運営事業でございます。 

 現況は記載のとおりでございまして、香川町では、公民館図書室で図書等の貸し出しを

行っております。 

 対応策でございますが、高松市の制度に統一する。香川町の公民館図書室については、

高松市の図書館分室として取り扱うものとするとし、調整案は、「高松市の制度に統一す

る。」としたところでございます。 
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 続きまして、１３４ページをごらんいただきたいと存じます。 

 図書館事業でございますが、現況のうち、２の児童行事の開催時期等に差異がございま

すほか、３の移動図書館の巡回につきまして、香川町では、県立図書館の巡回文庫を利用

するなどの差異がございます。 

 対応策でございますが、高松市の制度に統一する。香川町地域の児童行事については、

現行のとおりとする。移動図書館については、高松市図書館の移動図書館車により巡回す

るものとし、巡回箇所については、合併時までに調整するものとし、調整案は、「高松市

の制度に統一する。」といたしたところでございます。なお、１３５ページから後のペー

ジにつきましては、高松市のみの文化施設の現況を記載しております。説明は省略させて

いただきます。 

 以上が文化振興事業でございます。 

 続きまして、最後に、その他の事業３件について一括説明申し上げます。 

 １４５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 まず、その他の事業の女性政策でございますが、１４５ページの男女共同参画啓発事業

から１４７ページの女性センター事業につきましては、高松市のみの事業でございます。 

 １４８ページをごらんいただきたいと存じます。 

 女性団体育成事業でございますが、１の女性団体の支援につきまして、市町間で支援内

容に差異がございます。 

 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。ただし、香川町地域の女性団体に

対する補助については、合併年度及び合併年度の翌年度に限り、現行のとおりとする。」

としたところでございます。 

 以上が女性政策でございます。 

 続きまして、１４９ページをごらんいただきたいと存じます。 

 その他の事業（契約制度）でございます。 

 まず、契約制度のうち、物品等に係る入札・契約制度でございますが、現況のうち、１

の業者登録としての入札参加資格受付制度及び４の高額の特殊物品購入に係る審査委員会

につきましては、高松市のみの制度でございます。 

 また、２の発注方法等、３の入札・契約制度につきまして、市町間で差異がございます。 

 調整案は、「高松市の制度に統一する。」としております。 

 続きまして、１５０ページをごらんいただきたいと存じます。 
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 １５０ページから１５１ページにかけましては、契約制度のうち、建設工事等に係る入

札・契約制度の現況を記載いたしております。 

 現況のうち、１の入札参加資格受付の（２）の有効期間、（４）の資格審査付与数値に

おきまして、市町間で差異がございます。 

 また、２の発注方法等におきましても、（２）の入札方法等において違いがございます。 

 また、次の１５１ページの３の格付け等入札・契約制度の内容全般、また、４、５のそ

れぞれの項目につきましても、市町間で差異がございます。 

 対応策でございますが、１５０ページにございますように、高松市の制度に統一するこ

ととし、合併時において、両市町の名簿に登載されているものは、高松市の名簿登載内容

に引き継ぐものとし、香川町のみの名簿登載者については、高松市の資格審査基準を適用

し、高松市に引き継ぐものとするとし、調整案は、「高松市の制度に統一する。」として

おります。 

 続きまして、１５２ページをごらんいただきたいと存じます。 

 その他の事業のうち、葬斎関係事業についてでございます。 

 まず、葬斎場でございますが、現況欄にございますように、香川町では、一部事務組合

である香川南部葬斎場組合が、葬斎場として、やすらぎ苑を運営しておりまして、その施

設の概要等は資料に記載のとおりでございます。 

 また、次の１５３ページの３の施設使用料でございますが、１の火葬施設使用料の表の

下側に※印で記載しておりますように、高松市では、市内の使用料の有料化を検討中でご

ざいます。 

 対応策でございますが、１５２ページにございますように、合併後において、香川町地

域の住民は、高松市斎場公園を使用することができるものとする。香川南部葬斎場の施設

の使用については、協定項目第１６号「一部事務組合等の取扱い」の協議を踏まえ、住民

サービスの変化を来さないことを基本に、合併時までに調整するものとするとし、調整案

も同趣旨の内容といたしております。 

 続きまして、１５４ページをごらんいただきたいと存じます。 

 市・町民葬儀でございます。 

 現況でございますが、両市町は、利用対象、料金等、ほぼ同様な制度でございますが、

３の種類・料金等にございますように、葬儀の種類に差異がございまして、香川町では、

香川南部葬斎場組合の施設を使用した、やすらぎ苑葬という制度がございます。 
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 調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。ただし、やすらぎ苑葬については、

協定項目第１６号「一部事務組合等の取扱い」の協議を踏まえ、住民サービスの変化を来

さないことを基本に、合併時までに調整するものとする。」としたところでございます。 

 続きまして、１５５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 墓園関連事業でございます。 

 現況欄の１の墓地の永代使用料等に記載のとおり、高松市、香川町ともに、市・町営の

墓園がございますが、墓園の区画の使用につきましては、墓地の永代使用料の額や年間の

清掃手数料が異なっておりまして、次の１５６ページの２の使用者の資格につきましても、

香川町では、生前の使用申し込みを受け付けております。 

 また、４の墓地の経営許可事務では、墓地を整備する際の周辺の同意につきまして、墓

地の協会からの同意をとる範囲が市町間で異なっております。 

 このような現況を踏まえた調整案でございますが、１５５ページにございますように、

「高松市の制度に統一する。ただし、香川町営墓地の永代使用料等については、現行のと

おりとする。」としたところでございます。 

 以上が、その他事業３件の説明でございます。 

 会議次第４ その他（１）合併協定項目の協議状況について 

（２）高松市・香川町合併協議会会議の開催予定について 

○事務局次長（加藤） なお、その他の項目の合併協議会の協議状況と、次回の会議の開

催予定もあわせて御説明申し上げます。 

会議資料の後にとじております１枚ものの別紙でございますが、合併協定項目の協議状

況をごらんいただきたいと存じます。合併協定項目の協議状況でございます。 

 これは、各合併協議会の合併協定項目の協議状況を、本日現在で整理したものでござい

まして、左から二つ目の、この高松市・香川町合併協議会につきましては、本日提案した

項目には☆印を記入いたしております。 

 ごらんのように、当初予定しておりました協定項目につきましては、合併の期日を除い

て、本日の会議ですべて提案を終了いたしております。なお、高松市・香川町合併協議会

以外のその他の合併協議会につきましても、次回会議で残っている協定項目が提案される

と、そのような予定となっております。 

 合併協議会の協議状況は、以上でございます。 

 続きまして、会議の開催予定について御説明を申し上げます。 
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 会議資料の一番最後のページ、６４ページをごらんいただきたいと存じます。会議資料

６４ページでございます。 

 （２）の合併協議会の会議の開催予定でございますが、次回の第１５回会議につきまし

ては、今月の２４日、月曜日でございますが、午後１時３０分から、場所は高松市福岡町

の香川県自治会館での開催を予定いたしております。 

 事務局といたしましては、今後のスケジュール等も勘案し、できれば、次回会議で、す

べての協定項目に係る協議を終了したいというふうに考えております。なお、協議も最終

段階を迎えておりますので、調整等の漏れがないように、各部会とも十分協議をしてまい

りたいというふうに考えております。 

 事務局からの新規提案の説明並びにその他の項目の説明は以上でございます。よろしく

お願いを申し上げます。 

○議長(増田会長) この際、何か合併協議につきまして、御発言がございましたら伺いま

すが。 

 はい、どうぞ。 

○御厩委員 うちの香川町の担当課長にお伺いしたいんですが、先ほど新規提案の方の７

６ページ、道路愛護団体として、高松市には、たかまつマイロードという名称で１９団体

あると、香川町は該当なしとなっとんですが、香川町の道路愛護会というのも、私は道路

愛護団体じゃなかろうかと思うんですが、担当課長どないに思うとんですか。 

○議長(増田会長) 事務局からお答えします。 

○事務局次長（加藤） それでは、土木部会の方からお願いを申し上げます。 

○安徳土木部会委員 失礼します。香川町の安徳です。先ほどの御厩委員さんの御質問で

すが、香川町の道路愛護団体ということで、香川町の道路愛護会のことについてであると

思いますが、これにつきましては、本日、継続協議分のその２の資料の中の１０６ページ

です。農道管理支援制度という形で、高松市の方ではこういう形でしてます。香川町の方

では、道路愛護団体について、２５０万円の補助をして、こういう事業をしてますという

ことで、こちらの方での調整で上がっておりますので、よろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

 今回、新規提案上がっておりますのが、清掃とか、そういう部類の事業でありますので、

香川町の方には該当なしということで提案をいたしております。 

○議長(増田会長) ほかにございますか。 
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        〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕 

○議長(増田会長) ないようでございましたら、このあたりで本日の会議を閉じさせてい

ただきます。 

 長時間にわたり御協議を賜りまして、ありがとうございました。 

 これをもちまして、高松市・香川町合併協議会第１４回会議を閉会いたします。 

        午後 ５時０７分 閉会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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